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(57)【要約】
【課題】繰り返し使用に耐えることのできる耐久性を向
上させたローターコアを得るためのローター固定用樹脂
組成物を提供する。
【解決手段】回転シャフトに固設され、回転シャフトの
周縁部に沿って配置されている複数の穴部が設けられて
いる、ローターコアと、穴部に挿入された磁石と、穴部
と前記磁石との離間部に設けられた固定部材と、を備え
るローターのうち固定部材の形成に用いるローター固定
用樹脂組成物であって、エポキシ樹脂を含む熱硬化性樹
脂と、硬化剤と、無機充填剤と、を含み、金型温度１７
５℃、注入圧力９．８ＭＰａ、硬化時間１２０秒という
硬化条件で、かつＪＩＳ　Ｋ７１６２に準じて得られた
ダンベル形状のローター固定用樹脂組成物の硬化物を、
さらに１７５℃、４時間という条件で硬化させて得られ
た硬化物を試験片として作製し、温度２５℃、負荷速度
１．０ｍｍ／ｍｉｎという条件で引張試験を行った際に
得られる破断エネルギーが、１．５×１０－４Ｊ／ｍｍ
３以上である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転シャフトに固設され、前記回転シャフトの周縁部に沿って配置されている複数の穴
部が設けられている、ローターコアと、
　前記穴部に挿入された磁石と、
　前記穴部と前記磁石との離間部に設けられた固定部材と、を備えるローターのうち前記
固定部材の形成に用いるローター固定用樹脂組成物であって、
　エポキシ樹脂を含む熱硬化性樹脂と、
　硬化剤と、
　無機充填剤と、
　を含み、
　金型温度１７５℃、注入圧力９．８ＭＰａ、硬化時間１２０秒という硬化条件で、かつ
ＪＩＳ　Ｋ７１６２に準じて得られたダンベル形状の前記ローター固定用樹脂組成物の硬
化物を、さらに１７５℃、４時間という条件で硬化させて試験片として作製し、
　温度２５℃、負荷速度１．０ｍｍ／ｍｉｎという条件で引張試験を行った際に得られる
破断エネルギーが、１．５×１０－４Ｊ／ｍｍ３以上であるローター固定用樹脂組成物。
【請求項２】
　前記試験片に対して、温度１５０℃、負荷速度１．０ｍｍ／ｍｉｎという条件で引張試
験を行った際に得られる破断エネルギーが、１．２×１０－４Ｊ／ｍｍ３以上である請求
項１に記載のローター固定用樹脂組成物。
【請求項３】
　前記試験片に対して、温度２５℃、負荷速度１．０ｍｍ／ｍｉｎという条件で測定した
際の破断強度が５０ＭＰａ以上である請求項１または２に記載のローター固定用樹脂組成
物。
【請求項４】
　前記試験片に対して、温度１５０℃、負荷速度１．０ｍｍ／ｍｉｎという条件で測定し
た際の破断強度が１５ＭＰａ以上である請求項１乃至３のいずれか一項に記載のローター
固定用樹脂組成物。
【請求項５】
　前記試験片のヤング率が、１２ＧＰａ以上である請求項１乃至４のいずれか一項に記載
のローター固定用樹脂組成物。
【請求項６】
　２級アミノシラン、エポキシシラン、メルカプトシランからなる群よりされる１種の化
合物をさらに含む請求項１乃至５のいずれか一項に記載のローター固定用樹脂組成物。
【請求項７】
　前記エポキシ樹脂が、ビフェニル型エポキシ樹脂、フェノールアラルキル型エポキシ樹
脂、フェノールノボラックエポキシ樹脂、オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂、
ビスフェノール型エポキシ樹脂、ビスナフトール型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエン
型エポキシ樹脂、ジヒドロアントラセンジオール型エポキシ樹脂、及びトリフェニルメタ
ン型エポキシ樹脂からなる群から選択される少なくとも一種を含む、請求項１乃至６のい
ずれか一項に記載のローター固定用樹脂組成物。
【請求項８】
　前記硬化剤が、ノボラック型フェノール樹脂、フェノールアラルキル樹脂、ナフトール
型フェノール樹脂、及びヒドロキシベンズアルデヒドとホルムアルデヒドとフェノールの
反応生成物を主とするフェノール樹脂からなる群から選択される少なくとも一種を含む、
請求項１乃至７のいずれか一項に記載のローター固定用樹脂組成物。
【請求項９】
　前記エポキシ樹脂が、結晶性エポキシ樹脂である、請求項１乃至６のいずれか一項に記
載のローター固定用樹脂組成物。
【請求項１０】
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　粉末状、顆粒状、又はタブレット状である、請求項１乃至９のいずれか一項に記載のロ
ーター固定用樹脂組成物。
【請求項１１】
　穴部と磁石との前記離間部の幅は、２０μｍ以上５００μｍ以下である請求項１乃至１
０のいずれか一項に記載のローター固定用樹脂組成物。
【請求項１２】
　請求項１乃至１０のいずれか一項に記載のローター固定用樹脂組成物を用いて形成され
るローター。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のローターを用いて作製された自動車。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ローター固定用樹脂組成物、ローター、および自動車に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車等に搭載されるモータに関し、その強度等を向上させるための様々な技術が検討
されている。特許文献１に記載の技術は、モータの封止に用いるモータ封止用樹脂成形材
料に関するものである。すなわち、特許文献１に記載の成形材料は、モータを封止するハ
ウジングに用いられるものであると考えられる。
【０００３】
　特許文献２～６には、モータを構成するローターに関する技術が記載されている。ロー
ターは、穴部を有するローターコアと、穴部に挿入された永久磁石と、を有する。
　例えば特許文献２に記載の技術は、永久磁石を収容するための収容孔に連通して設けら
れたスリットに、樹脂を充填するというものである。なお、当該スリットは、ステータに
伝わる磁束量を増やすために、永久磁石を収容するための収容孔の周方向に関する両端部
分に形成されるものであると記載されている。
【０００４】
　また、特許文献３～５には、磁石をローターコアに接着する技術が記載されている。
　特許文献３に記載の技術は、永久磁石に直接コーティングされた接着剤により、永久磁
石とローターコアとの接着を行うものである。特許文献４に記載の技術は、接着剤を入れ
たローターコアのスロット内に永久磁石を挿入した後、上下を逆転させた状態において接
着剤の熱硬化を行うものである。特許文献５に記載の技術は、マグネットおよび接着剤を
挿入するスロットの内壁またはマグネットの表面に形成された凹条部または凸条部に、硬
化した接着剤を係合させるものである。
【０００５】
　さらに、特許文献６には、磁石を挿入するための穴部に注入された樹脂部により磁石を
ローターコアに固定する技術が記載されている。特許文献６に記載の技術は、穴部に埋設
された磁石と穴部との間に形成される充填部を、穴部の開口における磁石の幅方向の中央
部に面する部分から穴部に注入して形成するものである。
　なお、樹脂に関する技術としては、例えば特許文献７に記載のものがある。特許文献７
に記載の技術は、顆粒状の半導体封止用エポキシ樹脂組成物に関し、その粒度分布を制御
するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－１３２１３号公報
【特許文献２】特開２００２－３５９９４２号公報
【特許文献３】特開２００３－１９９３０３号公報
【特許文献４】特開２００５－３０４２４７号公報
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【特許文献５】特開平１１－９８７３５号公報
【特許文献６】特開２００７－２３６０２０号公報
【特許文献７】特開２０１０－１５９４００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ローターコアは、高温下、長時間にわたって高速回転させて使用されるものである。現
在、自動車駆動用のモータをさらに小型化することが求められており、小型化を達成する
ためには、より高速回転可能なモータとすることが必要となる。このため、ローターコア
に対しても、高速回転時における耐久性の向上が強く求められている。
【０００８】
　モータが高速回転している際、ローターコア内部に埋め込まれた永久磁石には大きな遠
心力が作用する。遠心力が作用したとしても、磁石の位置ずれや磁石の変形が起こらない
構造とすることが求められる。このような構造の実現には、磁石をローターコアに固定す
る固定材を最適に設計することが重要な技術的課題となっている。
【０００９】
　そこで、本発明の目的は、繰り返し使用に耐えることのできる耐久性を向上させたロー
ターコアを得るためのローター固定用樹脂組成物、当該ローター固定用樹脂組成物を用い
て形成したローターを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、遠心力が作用したとしても、磁石の位置ずれや変形を抑制するために、
固定部材の弾性率や強度などを向上させることを考え、無機充填剤を含有する固定用樹脂
組成物を固定部材に用いることを検討した。
　しかしながら、上記構造は、単に固定部材の弾性率や強度などを高めるだけでは磁石の
位置ずれや変形を抑制するには十分ではなかった。
【００１１】
　本発明者らは、こうした構造を実現するための設計指針についてさらに鋭意検討した。
その結果、本発明者等らが考案した特定温度における固定材の破断エネルギーという尺度
がこうした設計指針として有効であることを見出し、本発明に到達した。
【００１２】
　本発明によれば、回転シャフトに固設され、前記回転シャフトの周縁部に沿って配置さ
れている複数の穴部が設けられている、ローターコアと、
　前記穴部に挿入された磁石と、
　前記穴部と前記磁石との離間部に設けられた固定部材と、を備えるローターのうち前記
固定部材の形成に用いるローター固定用樹脂組成物であって、
　エポキシ樹脂を含む熱硬化性樹脂と、
　硬化剤と、
　無機充填剤と、
　を含み、
　金型温度１７５℃、注入圧力９．８ＭＰａ、硬化時間１２０秒という硬化条件で、かつ
ＪＩＳ　Ｋ７１６２に準じて得られたダンベル形状の前記ローター固定用樹脂組成物の硬
化物を、さらに１７５℃、４時間という条件で硬化させて試験片として作製し、
　温度２５℃、負荷速度１．０ｍｍ／ｍｉｎという条件で引張試験を行った際に得られる
破断エネルギーが、１．５×１０－４Ｊ／ｍｍ３以上であるローター固定用樹脂組成物が
提供される。
【００１３】
　さらに、本発明によれば、上記ローター固定用樹脂組成物を用いて形成されるローター
が提供される。
【００１４】



(5) JP 2016-182032 A 2016.10.13

10

20

30

40

50

　さらに、本発明によれば、上記ローター用いて作製される自動車が提供される。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、ローターコアの耐久性を測る尺度として特定温度における破断エネル
ギーを用いている。この破断エネルギーが、温度２５℃において、１．５×１０－４Ｊ／
ｍｍ３以上の範囲にある固定材を用いることによって、高温下、長時間にわたって高速回
転させる環境下において、十分な耐久性を示すローターコアを実現させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　上述した目的、およびその他の目的、特徴および利点は、以下に述べる好適な実施の形
態、およびそれに付随する以下の図面によってさらに明らかになる。
【００１７】
【図１】本実施形態に係るローターを示す平面図である。
【図２】図１に示すローターを示す断面図である。
【図３】図１に示すローターを示す断面拡大図である。
【図４】図１に示すローターを構成するローターコアの第１変形例を示す平面図である。
【図５】図１に示すローターを構成するローターコアの第２変形例を示す平面図である。
【図６】図１に示すローターを構成するローターコアの第３変形例を示す平面図である。
【図７】図１に示すローターの一部を示す平面拡大図である。
【図８】図１に示すローターを示す断面図である。
【図９】図１に示すローターの一部を示す平面拡大図である。
【図１０】インサート成形に用いるインサート成形装置の上型を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本実施形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面において、同様
な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００１９】
　図１は、本実施形態に係るローター１００を示す平面図である。図２は、図１に示すロ
ーター１００を示す断面図である。なお、図１および図２はローター１００を示す模式図
であり、本実施形態に係るローター１００の構成は図１および図２に示すものに限られな
い。
　ローター１００は、ローターコア１１０と、磁石１２０と、固定部材１３０と、を備え
る。ローターコア１１０には、孔部１５０が設けられている。磁石１２０は、孔部１５０
内に挿入されている。固定部材１３０は、孔部１５０と磁石１２０との離間部１４０に設
けられている。
【００２０】
　固定部材１３０は、固定用樹脂組成物を用いて形成される。本実施形態に係るローター
固定用樹脂組成物は、熱硬化性樹脂（Ａ）と、硬化剤（Ｂ）と、無機充填剤（Ｃ）と、を
含んでいる。
【００２１】
　本実施形態では、金型温度１７５℃、注入圧力９．８ＭＰａ、硬化時間１２０秒という
硬化条件で、かつＪＩＳ　Ｋ７１６２に準じて得られたダンベル形状のローター固定用樹
脂組成物の硬化物を、さらに１７５℃、４時間という条件で硬化させて試験片として用い
た結果を例に説明する。なお、ＪＩＳ　Ｋ７１６２に記載のダンベル形状と同様の形状が
、ＩＳＯ５２７－２に記載されている。
【００２２】
　以下、温度２５℃、負荷速度１．０ｍｍ／ｍｉｎという条件で引張試験を行った際に得
られる破断エネルギーを、破断エネルギーａ、とする。また、温度１５０℃、負荷速度１
．０ｍｍ／ｍｉｎという条件で引張試験を行った際に得られる破断エネルギーを、破断エ
ネルギーｂとする。さらに、破断エネルギーａの測定条件における破断強度を、破断強度
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ａ、破断エネルギーｂの測定条件における破断強度を、破断強度ｂとする。
【００２３】
　破断エネルギーとは、引張試験時における垂直応力（ｓｔｒｅｓｓ）と垂直歪み（ｓｔ
ｒｅｉｎ）との関係を、グラフ化した曲線（応力－歪曲線）を作成し、算出した。具体的
には、歪みを変数とし、引張試験の開始点から破断点までの応力の積分値を算出するもの
である。この破断エネルギーが大きい程、得られるローターコアは、硬さおよび粘り強さ
を備えた耐久性に優れたものとなる。なお、単位は、×１０－４Ｊ／ｍｍ３である。
【００２４】
　本実施形態に係るローター固定用樹脂組成物の硬化物における破断エネルギーａは、１
．５×１０－４Ｊ／ｍｍ３以上の範囲であって、かかる範囲の破断エネルギーａを有して
いることによって、硬さおよび粘り強さを備えた耐久性に優れたローターコアが得られる
。
【００２５】
　また、破断エネルギーａは、１．９×１０－４Ｊ／ｍｍ３以上であることが好ましい。
破断エネルギーａが、この範囲にあることによって、高温下、長時間にわたって高速回転
させる環境下において、十分な耐久性を示すローターコアを実現できる。なお、上限値に
ついては特に制限されるものではないが、１５．０×１０－４Ｊ／ｍｍ３程度であれば十
分である。
【００２６】
　なお、破断エネルギーｂは、１．２×１０－４Ｊ／ｍｍ３以上であることが好ましい。
破断エネルギーａと比較して高温で測定している破断エネルギーｂが、上記範囲内である
場合、温度変化にも強く、かつ硬さと粘り強さを備えた耐久性に優れたローターコアを得
ることができる。また、破断エネルギーｂは、１．５×１０－４Ｊ／ｍｍ３以上であるこ
とがさらに好ましい。破断エネルギーｂが、この範囲にあることによって、高速回転時に
おける耐久性が、より一層向上する。破断エネルギーｂについても、破断エネルギーａと
同様に、上限値については特に制限されるものではないが、８．０×１０－４Ｊ／ｍｍ３

程度であれば十分である。
【００２７】
　破断エネルギーａおよびｂを向上させるためには、以下の手法が有効である。
　まず、エポキシ樹脂およびその硬化剤の組み合わせを最適化することにより、樹脂成分
の強度および粘り強さを向上させることが必要である。これにくわえ、無機充填剤の表面
をシランカップリング剤により改質し、樹脂と無機充填剤の界面接着強度を向上させるこ
とが有効である。さらには、無機充填剤の粒径分布を調整することにより、樹脂硬化体内
部に発生したマイクロクラックが進展し難い構造とすることも有効である。
【００２８】
　本実施形態に係るローターコアは、破断強度ａを５０ＭＰａ以上の範囲に制御すること
によって、さらに耐久性を向上させることが可能である。具体的には、破断強度ａがこの
範囲にあることによって、高速回転時における耐久性が、より一層向上する。なお、破断
強度ａは、６０ＭＰａ以上であると好ましい。上限値については特に制限されるものでは
ないが、２００ＭＰａ程度であれば十分である。
【００２９】
　破断強度ｂについても、破断強度ａと同様に、破断強度ｂを１５ＭＰａ以上の範囲に制
御することによって、高速回転時における耐久性が、より一層向上する。なお、破断強度
ｂは、２０ＭＰａ以上であることが好ましい。上限値については特に制限されるものでは
ないが、１００ＭＰａ程度であれば十分である。
【００３０】
　破断強度ａおよびｂについて上記特定の範囲に設定することによって、耐久性に優れた
ローターコアを提供することが可能である。特に、ローターコアの高速回転使用時におけ
る永久磁石の位置安定性に優れたローターコアを提供することが可能である。
【００３１】
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　ヤング率は、引張試験実施時の応力－歪み曲線における引張開始直後の線形領域におけ
る直線の傾きから求めることができる。このヤング率は、ローターコアの変形しやすさを
表す指標の一つである。得られるローターコアは、ヤング率が大きければ大きいほど、変
形しにくい耐久性に優れたものとなる。
【００３２】
　本実施形態に係るローターコアにおいて２５℃でのヤング率は、１２ＧＰａ以上である
ことが好ましい。ヤング率がこの範囲にあれば、高速回転時における耐久性が、より一層
向上する。
【００３３】
　なお、ヤング率は、無機充填剤の量、あるいは樹脂成分の選択により適宜調整すること
が可能である。
【００３４】
　以上のように、本実施形態に係るローター固定用樹脂組成物の硬化物は、特定の破断エ
ネルギーａを有している。このため、得られたローターコアは、硬さや粘り強さの観点で
耐久性に優れたローターコアを得ることが可能である。また、本実施形態に係るローター
固定用樹脂組成物の硬化物は、破断エネルギーの他に破断強度やヤング率についても、特
定の値を設定することが好ましい。こうすることによって、変形しにくい機械的特性のバ
ランスのとれたローターコアを得ることができる。
【００３５】
　また、本実施形態に係るローターコアは、ワックスを使用せずにローター固定用樹脂組
成物を製造しても良い。通常、半導体封止剤には金型の汚染が生じることを防止するため
、ワックスを添加することが必須とされている。一方、本実施形態に係るローター固定用
樹脂組成物では、ワックスをあえて使用しない組成としている。
【００３６】
　ローター固定用樹脂組成物の組成を工夫して、特定の構成とすることにより金型を汚染
することなくトランスファー成形できることを見いだした。また、ワックスを添加しない
ことによって、破断エネルギーが従来の技術水準と比較して向上することも見いだした。
これは、理由は必ずしも明らかではないが、無機充填剤と樹脂との界面強度が向上したこ
とによると考えられる。
【００３７】
　本実施形態のローター固定用樹脂組成物を得るためには、例えば、以下の３つの条件を
、それぞれ適切に調整することが重要である。
　（１）無機充填剤の性状
　（２）無機充填剤のシランカップリング処理条件
　（３）熱硬化性樹脂、その硬化剤および添加剤の組み合わせ
　具体的には、実施例にて後述する。
【００３８】
　ただし、本実施形態のローター固定用樹脂組成物の製法は、上記のような方法には限定
されず、種々の条件を適切に調整することにより、本実施形態のローター固定用樹脂組成
物を得ることができる。例えば、シリカ粒子を用いなくても、カップリング剤の処理条件
を調整することにより、本実施形態のローター固定用樹脂組成物を得ることができる。
【００３９】
　本実施形態に係るローター固定用樹脂組成物は、以下に説明する態様で使用することが
できる。
【００４０】
　本実施形態に係るローター１００は、例えば自動車等に搭載されるモータを構成する。
モータは、ローター１００およびローター１００の周囲に設けられたステータ（図示せず
）を含む。ステータは、ステータコアと、ステータコアに巻回されたコイルにより構成さ
れる。
　図２に示すように、ローター１００は回転シャフト１７０に取り付けられている。ロー
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ター１００により発生した回転は、回転シャフト１７０を介して外部に伝達されることと
なる。
【００４１】
　ローターコア１１０には、回転シャフト１７０を挿入するための貫通孔が設けられてい
る。ローターコア１１０は、貫通孔に挿入されて回転シャフト１７０に固設される。ロー
ターコア１１０の形状は、特に限定されないが、例えば平面視で円形または多角形等であ
る。
　図２に示すように、ローターコア１１０は、薄板状の磁性体である電磁鋼板１１２を複
数積層してなる。電磁鋼板１１２は、例えば鉄または鉄合金等により構成される。
　また、図２に示すように、ローターコア１１０の軸方向における両端には、エンドプレ
ート１１８ａおよびエンドプレート１１８ｂが設けられている。すなわち、積層された電
磁鋼板１１２上には、エンドプレート１１８ａが設けられている。また、積層された電磁
鋼板１１２下にはエンドプレート１１８ｂが設けられている。エンドプレート１１８ａお
よびエンドプレート１１８ｂは、例えば溶接等により回転シャフト１７０に固定される。
【００４２】
　図３は、図１に示すローター１００を示す断面拡大図である。図３に示すように、複数
の電磁鋼板１１２には、カシメ部１６０が形成されている。カシメ部１６０は、例えば電
磁鋼板１１２に形成された突起部により構成される。各電磁鋼板１１２は、互いにカシメ
部１６０により結合されている。
　また、エンドプレート１１８ａには、例えば電磁鋼板１１２から突出したカシメ部１６
０や、電磁鋼板１１２上に突出した固定部材１３０との干渉を避けるための溝部１１６が
設けられている。なお、電磁鋼板１１２上に突出した固定部材１３０とは、固定用樹脂組
成物を離間部１４０へ注入する際に電磁鋼板１１２上に残存した固定用樹脂組成物が硬化
することにより形成される部分である。
【００４３】
　図１に示すように、ローターコア１１０には、複数の孔部１５０が設けられている。複
数の孔部１５０は、回転シャフト１７０の軸心を中心として点対称となるようにローター
コア１１０に配置されている。
　図１に示すように、本実施形態のローター１００では、例えば隣接する二つの孔部１５
０からなる複数の孔部群が、回転シャフト１７０の周縁部に沿って配置されている。複数
の孔部群は、例えば互いに離間するように設けられている。一つの孔部群を構成する二つ
の孔部１５０は、例えば平面視でＶの字状に配置される。この場合、一つの孔部群を構成
する二つの孔部１５０は、例えば互いに対向するそれぞれの端部が回転シャフト１７０側
に位置するように設けられる。また、一つの孔部群を構成する二つの孔部１５０は、例え
ば互いに離間するように設けられている。
【００４４】
　図４は、図１に示すローター１００を構成するローターコア１１０の第１変形例を示す
平面図である。図４に示すように、三つの孔部１５０からなる複数の孔部群が、回転シャ
フト１７０の周縁部に沿って配置されていてもよい。この場合、三つの孔部１５０は、例
えば平面視でＶの字状に配置された孔部１５４ａおよび孔部１５４ｂと、これらの間に位
置する孔部１５６と、により構成される。孔部１５４ａ、孔部１５４ｂ、および孔部１５
６は、互いに離間している。
【００４５】
　図５は、図１に示すローター１００を構成するローターコア１１０の第２変形例を示す
平面図である。図５に示すように、平面視でＶの字状の形状を有する複数の孔部１５０が
、回転シャフト１７０の周縁部に沿って配置されていてもよい。この場合、孔部１５０は
、例えば孔部１５０の中心部が回転シャフト１７０側に位置し、かつ孔部１５０の両端部
がローターコア１１０の外周縁側に位置するように設けられる。
　図６は、図１に示すローター１００を構成するローターコア１１０の第３変形例を示す
平面図である。図６に示すように、平面視でローターコア１１０の径方向に対して垂直な
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長方形の形状を有する複数の孔部１５０が、回転シャフト１７０の周縁部に沿って配置さ
れていてもよい。
　なお、孔部１５０の配置レイアウトは上述したものに限定されない。
【００４６】
　図７は、図１に示すローター１００の一部を示す平面拡大図である。
　図７に示すように、孔部１５０は、例えば平面視で矩形である。孔部１５０は、ロータ
ーコア１１０の外周縁側に位置する側壁１５１と、ローターコア１１０の内周縁側に位置
する側壁１５３と、ローターコア１１０の周方向において互いに対向する側壁１５５およ
び側壁１５７と、を有する。側壁１５１と側壁１５３は、ローターコア１１０の径方向に
おいて互いに対向している。本実施形態において、一つの孔部群を構成し、かつ互いに隣
接する二つの孔部１５０は、それぞれの側壁１５５が互いに対向するように配置される。
　なお、孔部１５０の形状は、磁石１２０の形状に対応していれば特に限定されず、例え
ば楕円形等であってもよい。
【００４７】
　図７に示すように、磁石１２０は、例えば平面視で矩形である。磁石１２０は、側壁１
５１と対向する側壁１２１、側壁１５３と対向する側壁１２３、側壁１５５と対向する側
壁１２５、および側壁１５７と対向する側壁１２７と、を有する。すなわち、側壁１２１
は、ローターコア１１０の外周縁側に位置する。また、側壁１２３は、ローターコアの内
周縁側に位置する。磁石１２０は、例えばネオジム磁石等の永久磁石である。なお、磁石
１２０の形状は、上述したものに限定されず、例えば楕円形等であってもよい。
【００４８】
　固定部材１３０は、孔部１５０と磁石１２０との間隙（以下、離間部１４０とも称呼す
る）に充填された固定用樹脂組成物を硬化することにより形成される。これにより、磁石
１２０がローターコア１１０に固定されることとなる。なお、本実施形態に係るローター
１００において、離間部１４０の幅は、例えば２０μｍ以上５００μｍ以下である。
　固定部材１３０は、少なくともロータコア１１０の径方向における孔部１５０と磁石１
２０との離間部１４０に設けられている。すなわち、固定部材１３０は、少なくとも側壁
１２１と側壁１５１の間または側壁１２３と側壁１５３の間のいずれか一方に設けられる
こととなる。
　また、固定部材１３０は、例えば平面視で矩形である磁石１２０の少なくとも３辺を覆
うように設けられている。すなわち、側壁１２１、側壁１２３、側壁１２５、および側壁
１２７のうちの少なくとも３つが、固定部材１３０により覆われることとなる。
　図７に示すように、離間部１４０は、例えば側壁１２１と側壁１５１との間、側壁１２
３と側壁１５３との間、側壁１２５と側壁１５５との間、および側壁１２７と側壁１５７
との間に形成される。この場合、磁石１２０のうち、側壁１２１、側壁１２３、側壁１２
５、および側壁１２７が、固定部材１３０により覆われることとなる。
　本実施形態では、側壁１２１と側壁１５１との間隙、および側壁１２３と側壁１５３と
の間隙に、固定部材１３０が形成される。このため、ローターコア１１０の径方向におい
て、磁石１２０の位置が固定されることとなる。これにより、モータの高速回転時に働く
遠心力によって磁石１２０の位置がずれてしまうことを抑制することができる。
【００４９】
　また、図２に示すように、固定部材１３０は、例えば磁石１２０の上面を覆うように形
成されている。これにより、ローターコア１１０の軸方向において、磁石１２０の位置が
固定される。従って、モータの駆動時等に磁石１２０の位置がローターコア１１０の軸方
向へずれてしまうことを抑制することができる。
【００５０】
　図８は、図１に示すローター１００を示す断面図であり、図２とは異なる例を示す。
　図８に示すように、磁石１２０は、例えば側壁１２１が側壁１５１に当接するように固
定されてもよい。この場合、離間部１４０は、側壁１２３と側壁１５３との間、側壁１２
５と側壁１５５との間、および側壁１２７と側壁１５７との間に形成されることとなる。
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従って、磁石１２０のうち、側壁１２３、側壁１２５および側壁１２７が、固定部材１３
０により覆われることとなる。この場合においても、ローターコア１１０の径方向におい
て、磁石１２０の位置を固定することができる。
【００５１】
　また、磁石１２０は、例えば側壁１２３が側壁１５３に当接するように固定されてもよ
い。この場合、離間部１４０は、側壁１２１と側壁１５１との間、側壁１２５と側壁１５
５との間、および側壁１２７と側壁１５７との間に形成されることとなる。従って、磁石
１２０のうち、側壁１２１、側壁１２５および側壁１２７が、固定部材１３０により覆わ
れることとなる。この場合においても、ローターコア１１０の径方向において、磁石１２
０の位置を固定することができる。
【００５２】
　図９は、図１に示すローター１００の一部を示す平面拡大図であり、図７とは異なる例
を示している。図９に示すように、本実施形態に係るローター１００において、孔部１５
０の両端部には、スリット１５２が設けられていてもよい。スリット１５２は、ローター
コア１１０の周方向における、孔部１５０の両端部に位置している。また、スリット１５
２は、孔部１５０と連通して設けられている。
　孔部１５０の両端にスリット１５２を設けることで、磁石１２０から発生される磁束の
磁路を狭くすることができる。すなわち、磁石１２０の両端部からローターコア１１０の
周方向へ生じる磁束がローターコア１１０内において短絡することを抑制することができ
る。これにより、ローターコア１１０内における短絡を減少させ、ステータに伝わる磁束
量を増大させることが可能となる。
【００５３】
　図９に示すように、スリット１５２内には、スリット充填用樹脂部材１３２が形成され
ている。スリット充填用樹脂部材１３２は、例えば離間部１４０およびスリット１５２内
に充填された固定用樹脂組成物を硬化することにより形成される。すなわち、スリット充
填用樹脂部材１３２は、例えば固定部材１３０と同一工程により形成される。このため、
スリット充填用樹脂部材１３２は、固定部材１３０と一体として設けられる。
　スリット１５２を形成する場合、側壁１５５および側壁１５７と、スリット１５２と、
の境界部には、角部が形成される。この場合、モータを駆動する際に磁石１２０にかかる
応力は、当該角部と当接する部分に集中してしまう。
　本変形例によれば、スリット１５２内にスリット充填用樹脂部材１３２を形成すること
で、モータを駆動する際に磁石１２０にかかる応力の集中を緩和することができる。この
ため、モータ駆動時に磁石１２０に対して大きな応力が働くことを抑制できる。従って、
磁石１２０の破損等が発生することを防止することが可能となる。
【００５４】
（ローター固定用樹脂組成物）
　次に、本実施形態に係るローター固定用樹脂組成物について、詳細に説明する。
　本実施形態に係る固定用樹脂組成物は、例えば粉末状、顆粒状、またはタブレット状等
である。このため、後述するように、例えば溶融させた固定用樹脂組成物を離間部１４０
内に注入することにより、離間部１４０内に固定用樹脂組成物が充填される。
　本実施形態に係る固定用樹脂組成物は、熱硬化性樹脂（Ａ）と、硬化剤（Ｂ）と、無機
充填剤（Ｃ）と、を含む。以下、各成分について説明する。
【００５５】
［熱硬化性樹脂（Ａ）］
　熱硬化性樹脂（Ａ）は、特に制限されるものではないが、例えばエポキシ樹脂（Ａ１）
、フェノール樹脂、オキセタン樹脂、（メタ）アクリレート樹脂、不飽和ポリエステル樹
脂、ジアリルフタレート樹脂、またはマレイミド樹脂等が用いられる。中でも、硬化性、
保存性、硬化物の耐熱性、耐湿性、および耐薬品性に優れるエポキシ樹脂（Ａ１）が好適
に用いられる。
【００５６】
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　本実施形態に係る熱硬化性樹脂（Ａ）は、好ましくはエポキシ樹脂（Ａ１）を含む。エ
ポキシ樹脂（Ａ１）としては、一分子中にエポキシ基を２個以上有するものであれば特に
分子量や構造は限定されるものではない。
　エポキシ樹脂（Ａ１）としては、例えばフェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾ
ールノボラック型エポキシ樹脂等のノボラック型エポキシ樹脂；ビスフェノールＡ型エポ
キシ樹脂、ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂等のビスフェノール型エポキシ樹脂；Ｎ，Ｎ
－ジグリシジルアニリン、Ｎ，Ｎ－ジグリシジルトルイジン、ジアミノジフェニルメタン
型グリシジルアミン、アミノフェノール型グリシジルアミンのような芳香族グリシジルア
ミン型エポキシ樹脂；ハイドロキノン型エポキシ樹脂；ビフェニル型エポキシ樹脂；スチ
ルベン型エポキシ樹脂；トリフェノールメタン型エポキシ樹脂；トリフェノールプロパン
型エポキシ樹脂；アルキル変性トリフェノールメタン型エポキシ樹脂；トリアジン核含有
エポキシ樹脂；ジシクロペンタジエン変性フェノール型エポキシ樹脂；ナフトール型エポ
キシ樹脂；ナフタレン型エポキシ樹脂；ナフチレンエーテル型エポキシ樹脂；フェニレン
および／またはビフェニレン骨格を有するフェノールアラルキル型エポキシ樹脂、フェニ
レンおよび／またはビフェニレン骨格を有するナフトールアラルキル型エポキシ樹脂等の
アラルキル型エポキシ樹脂等のエポキシ樹脂、またはビニルシクロヘキセンジオキシド、
ジシクロペンタジエンオキシド、アリサイクリックジエポキシ－アジペイド等の脂環式エ
ポキシ等の脂肪族エポキシ樹脂が挙げられる。これらは単独でも２種以上混合して使用し
ても良い。
　熱硬化性樹脂（Ａ）としてエポキシ樹脂（Ａ１）を含む場合、芳香族環にグリシジルエ
ーテル構造あるいはグリシジルアミン構造が結合した構造を含むものが、耐熱性、機械特
性、および耐湿性の観点から好ましい。
【００５７】
　また、フェノール樹脂としては、例えばフェノールノボラック樹脂、クレゾールノボラ
ック樹脂、ビスフェノールＡノボラック樹脂等のノボラック型フェノール樹脂、レゾール
型フェノール樹脂等が挙げられる。
【００５８】
　本実施形態に係る熱硬化性樹脂（Ａ）の含有量は、特に限定されないが、固定用樹脂組
成物の合計値１００質量％に対して、好ましくは５質量％以上４０質量％以下であり、よ
り好ましくは１０質量％以上２０質量％以下である。
【００５９】
　熱硬化性樹脂（Ａ）としてエポキシ樹脂（Ａ１）を含む好ましい態様において、該エポ
キシ樹脂の含有量は、特に限定されないが、熱硬化性樹脂（Ａ）１００質量％に対して、
好ましくは７０質量％以上１００質量％以下であり、より好ましくは８０質量％以上１０
０質量％以下である。
【００６０】
［硬化剤（Ｂ）］
　硬化剤（Ｂ）は、熱硬化性樹脂（Ａ）に好ましい態様として含まれるエポキシ樹脂（Ａ
１）を三次元架橋させるために用いられるものである。硬化剤（Ｂ）としては、特に限定
されないが、例えばフェノール樹脂を用いることができる。このようなフェノール樹脂系
硬化剤は、一分子内にフェノール性水酸基を２個以上有するモノマー、オリゴマー、ポリ
マー全般であり、その分子量、分子構造を特に限定するものではない。
　フェノール樹脂系硬化剤としては、例えば、フェノールノボラック樹脂、クレゾールノ
ボラック樹脂、ナフトールノボラック樹脂等のノボラック型樹脂；トリフェノールメタン
型フェノール樹脂等の多官能型フェノール樹脂；テルペン変性フェノール樹脂、ジシクロ
ペンタジエン変性フェノール樹脂等の変性フェノール樹脂；フェニレン骨格及び／又はビ
フェニレン骨格を有するフェノールアラルキル樹脂、フェニレン及び／又はビフェニレン
骨格を有するナフトールアラルキル樹脂等のアラルキル型樹脂；ビスフェノールＡ、ビス
フェノールＦ等のビスフェノール化合物、ナフテン酸コバルト等のナフテン酸金属塩等が
挙げられる。これらは、１種類を単独で用いても２種類以上を併用してもよい。このよう
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なフェノール樹脂系硬化剤を用いることにより、耐燃性、耐湿性、電気特性、硬化性、お
よび保存安定性等のバランスが良好となる。特に、硬化性の点から、フェノール樹脂系硬
化剤の水酸基当量は、例えば９０ｇ／ｅｑ以上２５０ｇ／ｅｑ以下とすることができる。
【００６１】
　さらに、併用できる硬化剤としては、例えば重付加型の硬化剤、触媒型の硬化剤、縮合
型の硬化剤等を挙げることができる。
【００６２】
　重付加型の硬化剤としては、例えばジエチレントリアミン（ＤＥＴＡ）、トリエチレン
テトラミン（ＴＥＴＡ）、メタキシレンジアミン（ＭＸＤＡ）等の脂肪族ポリアミン、ジ
アミノジフェニルメタン（ＤＤＭ）、ｍ－フェニレンジアミン（ＭＰＤＡ）、ジアミノジ
フェニルスルホン（ＤＤＳ）等の芳香族ポリアミンのほか、ジシアンジアミド（ＤＩＣＹ
）、有機酸ジヒドララジド等を含むポリアミン化合物；ヘキサヒドロ無水フタル酸（ＨＨ
ＰＡ）、メチルテトラヒドロ無水フタル酸（ＭＴＨＰＡ）等の脂環族酸無水物、無水トリ
メリット酸（ＴＭＡ）、無水ピロメリット酸（ＰＭＤＡ）、ベンゾフェノンテトラカルボ
ン酸（ＢＴＤＡ）等の芳香族酸無水物などを含む酸無水物；ノボラック型フェノール樹脂
、フェノールポリマー等のポリフェノール化合物；ポリサルファイド、チオエステル、チ
オエーテル等のポリメルカプタン化合物；イソシアネートプレポリマー、ブロック化イソ
シアネート等のイソシアネート化合物；カルボン酸含有ポリエステル樹脂等の有機酸類等
が挙げられる。
【００６３】
　触媒型の硬化剤としては、例えばベンジルジメチルアミン（ＢＤＭＡ）、２，４，６－
トリスジメチルアミノメチルフェノール（ＤＭＰ－３０）等の３級アミン化合物；２－メ
チルイミダゾール、２－エチル－４－メチルイミダゾール（ＥＭＩ２４）等のイミダゾー
ル化合物；ＢＦ３錯体等のルイス酸等が挙げられる。
【００６４】
　縮合型の硬化剤としては、例えばレゾール樹脂、メチロール基含有尿素樹脂のような尿
素樹脂；メチロール基含有メラミン樹脂のようなメラミン樹脂等が挙げられる。
【００６５】
　このような他の硬化剤を併用する場合において、フェノール樹脂系硬化剤の含有量は、
全硬化剤（Ｂ）に対して、２０質量％以上であることが好ましく、３０質量％以上である
ことがより好ましく、５０質量％以上であることが特に好ましい。配合割合が上記範囲内
であると、耐燃性を保持しつつ、良好な流動性を発現させることができる。また、フェノ
ール樹脂系硬化剤の含有量は、特に限定されないが、全硬化剤（Ｂ）に対して、１００質
量％以下であることが好ましい。
【００６６】
　固定用樹脂組成物に対する硬化剤（Ｂ）の含有量は、特に限定されるものではないが、
固定用樹脂組成物の合計値１００質量％に対して、０．８質量％以上であることが好まし
く、１．５質量％以上であることがより好ましい。配合割合を上記範囲内とすることによ
り、良好な硬化性を得ることができる。また、固定用樹脂組成物に対する硬化剤（Ｂ）の
含有量は、特に限定されるものではないが、全固定用樹脂組成物の合計値１００質量％に
対して、１２質量％以下であることが好ましく、１０質量％以下であることがより好まし
い。
【００６７】
　なお、硬化剤（Ｂ）としてのフェノール樹脂と熱硬化性樹脂（Ａ）としてのエポキシ樹
脂（Ａ１）は、全熱硬化性樹脂（Ａ）中のエポキシ基数（ＥＰ）と全フェノール樹脂のフ
ェノール性水酸基数（ＯＨ）との当量比（ＥＰ）／（ＯＨ）が、０．８以上１．３以下と
なるように配合されることが好ましい。当量比が上記範囲内であると、得られる固定用樹
脂組成物を成形する際、十分な硬化特性を得ることができる。ただし、エポキシ樹脂と反
応し得るフェノール樹脂以外の樹脂を併用する場合は、適宜当量比を調整すればよい。
【００６８】
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［無機充填剤（Ｃ）］
　無機充填剤（Ｃ）としては、固定用樹脂組成物の技術分野で一般的に用いられる無機充
填剤を使用することができる。
　無機充填剤（Ｃ）としては、例えば溶融破砕シリカ及び溶融球状シリカ等の溶融シリカ
、結晶シリカ、アルミナ、カオリン、タルク、クレイ、マイカ、ロックウール、ウォラス
トナイト、ガラスパウダー、ガラスフレーク、ガラスビーズ、ガラスファイバー、炭化ケ
イ素、窒化ケイ素、窒化アルミ、カーボンブラック、グラファイト、二酸化チタン、炭酸
カルシウム、硫酸カルシウム、炭酸バリウム、炭酸マグネシウム、硫酸マグネシウム、硫
酸バリウム、セルロース、アラミド、木材、フェノール樹脂成形材料やエポキシ樹脂成形
材料の硬化物を粉砕した粉砕粉等が挙げられる。この中でも、溶融破砕シリカ、溶融球状
シリカ、結晶シリカ等のシリカが好ましく、溶融球状シリカがより好ましい。また、この
中でも、炭酸カルシウムがコストの面で好ましい。無機充填剤（Ｃ）としては、一種で使
用しても良いし、または二種以上を併用してもよい。
【００６９】
　無機充填剤（Ｃ）の平均粒径Ｄ５０は、好ましくは０．０１μｍ以上７５μｍ以下であ
り、より好ましくは０．０５μｍ以上５０μｍ以下である。無機充填剤（Ｃ）の平均粒径
を上記範囲内にすることにより、孔部１５０と磁石１２０との離間部１４０への充填性が
向上する。平均粒径Ｄ５０は、レーザー回折型測定装置ＲＯＤＯＳ　ＳＲ型（ＳＹＭＰＡ
ＴＥＣ　ＨＥＲＯＳ＆ＲＯＤＯＳ社）での体積換算平均粒径とした。
【００７０】
　また、本実施形態に係る固定用樹脂組成物において、無機充填剤（Ｃ）は、平均粒径Ｄ

５０が異なる２種以上の球状シリカを含むことができる。これにより、流動性及び充填性
の向上とバリ抑制の両立が可能となる。
【００７１】
　無機充填剤（Ｃ）の含有量は、固定用樹脂組成物の合計値１００質量％に対して、好ま
しくは５０質量％以上であり、より好ましくは６０質量％以上であり、さらに好ましくは
６５質量％以上であり、特に好ましくは７５質量％以上である。上記範囲内であると、得
られる固定用樹脂組成物の硬化に伴う吸湿量の増加や、強度の低下が低減できる。また、
無機充填剤（Ｃ）の含有量は、固定用樹脂組成物の合計値１００質量％に対して、好まし
くは９３質量％以下であり、より好ましくは９１質量％以下であり、さらに好ましくは９
０質量％以下である。上記範囲内であると、得られる固定用樹脂組成物は良好な流動性を
有するとともに、良好な成形性を備える。したがって、ローターの製造安定性が高まり、
歩留まり及び耐久性のバランスに優れたローターが得られる。
【００７２】
　また、本発明者らが検討した結果、無機充填剤（Ｃ）の含有量を５０質量％以上とする
ことにより、固定部材１３０と電磁鋼板１１２との線膨張率の差を小さくすることができ
ることが判明した。これにより、温度変化に応じて電磁鋼板１１２が変形し、ローター１
００の回転特性が低下することを抑制することができる。従って、耐久性の中でも、とく
に回転特性の持続性に優れたローターが実現される。
【００７３】
　また、無機充填剤（Ｃ）として溶融破砕シリカ、溶融球状シリカ、結晶シリカ等のシリ
カを用いる場合、シリカの含有量が、固定用樹脂組成物の合計値１００質量％に対して、
４０質量％以上であることが好ましく、６０質量％以上であることがより好ましい。上記
範囲内であると、流動性と熱膨張率のバランスが良好となる。
【００７４】
　また、無機充填剤（Ｃ）と、後述するような水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム
等の金属水酸化物や、硼酸亜鉛、モリブデン酸亜鉛、三酸化アンチモン等の無機系難燃剤
とを併用する場合には、これらの無機系難燃剤と上記無機充填剤の合計量は、上記無機充
填剤（Ｃ）の含有量の範囲内とすることが望ましい。
【００７５】
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　無機充填剤（Ｃ）には、予めシランカップリング剤などのカップリング剤（Ｆ）（第１
カップリング剤とも呼ぶ。）による表面処理が行われていてもよい。これにより、無機充
填剤の凝集を抑制し、良好な流動性を得ることができる。したがって、離間部１４０への
固定用樹脂組成物の充填性を向上させることが可能となる。
　また、樹脂成分との親和性が高まるため、固定用樹脂組成物を用いて形成される固定部
材の強度を向上させることができる。
　無機充填剤（Ｃ）の表面処理に用いられる第１カップリング剤としては、例えばγ－ア
ミノプロピルトリエトキシシラン、γ－アミノプロピルトリメトキシシラン等の１級アミ
ノシランを用いることができる。このような無機充填剤（Ｃ）の表面処理に使用する第１
カップリング剤の種類を適宜選択し、または第１カップリング剤の配合量を適宜調整する
ことにより、固定用樹脂組成物の流動性および固定部材の強度等を制御することができる
。
【００７６】
　無機充填剤（Ｃ）へのカップリング処理は、例えば次のように行うことができる。まず
、ミキサーを用いて無機充填剤（Ｃ）とシランカップリング剤を混合攪拌する。ミキサー
としては、例えばリボンブレンダー等を用いることができる。このとき、ミキサー内を湿
度５０％以下に設定しておくのが好ましい。このような噴霧環境に調整することにより、
シリカ粒子の表面に水分が再付着するのを抑制することができる。さらに、噴霧中のカッ
プリング剤に水分が混入し、カップリング剤同士が反応してしまうのを抑制することがで
きる。
　次いで、得られた混合物をミキサーから取り出し、エージング処理を行い、カップリン
グ反応を促進させる。エージング処理は、例えば、２０±５℃の条件下で、７日間以上放
置することにより行われる。このような条件でおこなうことにより、シリカ粒子の表面に
カップリング剤を均一に結合させることができる。その後、ふるいにかけ、粗大粒子を除
去することにより、シランカップリング処理が施された無機充填剤（Ｃ）が得られる。
　このような表面処理シリカ粒子を用いることにより、シリカ粒子と樹脂成分との界面接
着強度を向上させることができる。さらには、固定部材中のマイクロクラックの発生を抑
制することができる。
【００７７】
［その他の成分］
　本実施形態に係る固定用樹脂組成物は、硬化促進剤（Ｄ）を含んでもよい。硬化促進剤
（Ｄ）は、エポキシ樹脂のエポキシ基とフェノール樹脂系硬化剤（Ｂ）の水酸基との反応
を促進するものであればよく、一般に使用される硬化促進剤（Ｄ）を用いることができる
。
【００７８】
　硬化促進剤（Ｄ）の具体例としては、有機ホスフィン、テトラ置換ホスホニウム化合物
、ホスホベタイン化合物、ホスフィン化合物とキノン化合物との付加物、ホスホニウム化
合物とシラン化合物との付加物等のリン原子含有化合物；１，８－ジアザビシクロ（５，
４，０）ウンデセン－７、イミダゾールなどのアミジン系化合物、ベンジルジメチルアミ
ンなどの３級アミンや前記化合物の４級オニウム塩であるアミジニウム塩、アンモニウム
塩などに代表される窒素原子含有化合物が挙げられる。
　これらのうち、硬化性の観点からはリン原子含有化合物が好ましく、流動性と硬化性の
バランスの観点からは、テトラ置換ホスホニウム化合物、ホスホベタイン化合物、ホスフ
ィン化合物とキノン化合物との付加物、ホスホニウム化合物とシラン化合物との付加物等
の潜伏性を有する硬化促進剤がより好ましい。流動性という点を考慮するとテトラ置換ホ
スホニウム化合物が特に好ましく、また耐半田性の観点では、ホスホベタイン化合物、ホ
スフィン化合物とキノン化合物との付加物が特に好ましく、また潜伏的硬化性という点を
考慮すると、ホスホニウム化合物とシラン化合物との付加物が特に好ましい。また、連続
成形性の観点では、テトラ置換ホスホニウム化合物が好ましい。また、コスト面を考える
と、有機ホスフィン、窒素原子含有化合物も好適に用いられる。
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【００７９】
　本実施形態に係る固定用樹脂組成物で用いることができる有機ホスフィンとしては、例
えばエチルホスフィン、フェニルホスフィン等の第１ホスフィン；ジメチルホスフィン、
ジフェニルホスフィン等の第２ホスフィン；トリメチルホスフィン、トリエチルホスフィ
ン、トリブチルホスフィン、トリフェニルホスフィン等の第３ホスフィンが挙げられる。
【００８０】
　本実施形態に係る固定用樹脂組成物で用いることができるテトラ置換ホスホニウム化合
物としては、例えば下記一般式（１）で表される化合物等が挙げられる。
【００８１】
【化１】

【００８２】
　一般式（１）において、Ｐはリン原子を表し、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３及びＲ４は、それぞれ
独立して芳香族基又はアルキル基を表し、Ａはヒドロキシル基、カルボキシル基、チオー
ル基から選ばれる官能基のいずれかを芳香環に少なくとも１つ有する芳香族有機酸のアニ
オンを表し、ＡＨはヒドロキシル基、カルボキシル基、チオール基から選ばれる官能基の
いずれかを芳香環に少なくとも１つ有する芳香族有機酸を表し、ｘ及びｙは１～３の整数
であり、ｚは０～３の整数であり、かつｘ＝ｙである。
【００８３】
　一般式（１）で表される化合物は、例えば次のようにして得られるが、これに限定され
るものではない。まず、テトラ置換ホスホニウムハライドと芳香族有機酸と塩基を有機溶
剤に混ぜ均一に混合し、その溶液系内に芳香族有機酸アニオンを発生させる。次いで、水
を加えると、一般式（１）で表される化合物を沈殿させることができる。
　一般式（１）で表される化合物において、合成時の収得率と硬化促進効果のバランスに
優れるという観点では、リン原子に結合するＲ１、Ｒ２、Ｒ３及びＲ４がフェニル基であ
り、かつＡＨはヒドロキシル基を芳香環に有する化合物、すなわちフェノール化合物であ
り、かつＡは該フェノール化合物のアニオンであるのが好ましい。なお、フェノール化合
物とは、単環のフェノール、クレゾール、カテコール、レゾルシンや縮合多環式のナフト
ール、ジヒドロキシナフタレン、複数の芳香環を備える（多環式の）ビスフェノールＡ、
ビスフェノールＦ、ビスフェノールＳ、ビフェノール、フェニルフェノール、フェノール
ノボラック等を概念に含むものであり、中でも水酸基を２個有するフェノール化合物が好
ましく用いられる。
【００８４】
　本実施形態に係る固定用樹脂組成物で用いることができるホスホベタイン化合物として
は、例えば下記一般式（２）で表される化合物等が挙げられる。
【００８５】
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【化２】

【００８６】
　一般式（２）において、Ｘ１は炭素数１～３のアルキル基を表し、Ｙ１はヒドロキシル
基を表し、ａは０～５の整数であり、ｂは０～４の整数である。
【００８７】
　一般式（２）で表される化合物は、例えば第三ホスフィンであるトリ芳香族置換ホスフ
ィンとジアゾニウム塩とを接触させ、トリ芳香族置換ホスフィンとジアゾニウム塩が有す
るジアゾニウム基とを置換させる工程を経て得られる。しかしこれに限定されるものでは
ない。
【００８８】
　本実施形態に係る固定用樹脂組成物で用いることができるホスフィン化合物とキノン化
合物との付加物としては、例えば下記一般式（３）で表される化合物等が挙げられる。
【００８９】

【化３】

【００９０】
　一般式（３）において、Ｐはリン原子を表し、Ｒ５、Ｒ６及びＲ７は、互いに独立して
、炭素数１～１２のアルキル基又は炭素数６～１２のアリール基を表し、Ｒ８、Ｒ９及び
Ｒ１０は、互いに独立して、水素原子又は炭素数１～１２の炭化水素基を表す。Ｒ８とＲ
９は、互いに結合して環を形成していてもよい。
【００９１】
　ホスフィン化合物とキノン化合物との付加物に用いるホスフィン化合物としては、例え
ばトリフェニルホスフィン、トリス（アルキルフェニル）ホスフィン、トリス（アルコキ
シフェニル）ホスフィン、トリナフチルホスフィン、トリス（ベンジル）ホスフィン等の
芳香環に無置換又はアルキル基、アルコキシル基等の置換基が存在するものが好ましい。
アルキル基、アルコキシル基等の置換基としては１～６の炭素数を有するものが挙げられ
る。入手しやすさの観点からはトリフェニルホスフィンが好ましい。
【００９２】
　またホスフィン化合物とキノン化合物との付加物に用いるキノン化合物としては、ｏ－
ベンゾキノン、ｐ－ベンゾキノン、アントラキノン類が挙げられる。これらの中でもｐ－
ベンゾキノンが保存安定性の点から好ましい。
【００９３】
　ホスフィン化合物とキノン化合物との付加物は、例えば有機第三ホスフィンとベンゾキ
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ノン類の両者が溶解することができる溶媒中で接触、混合させることにより得ることがで
きる。溶媒としてはアセトンやメチルエチルケトン等のケトン類で付加物への溶解性が低
いものがよい。しかしこれに限定されるものではない。
【００９４】
　一般式（３）で表される化合物において、リン原子に結合するＲ５、Ｒ６及びＲ７がフ
ェニル基であり、かつＲ８、Ｒ９及びＲ１０が水素原子である化合物、すなわち１，４－
ベンゾキノンとトリフェニルホスフィンを付加させた化合物が、固定用樹脂組成物の硬化
物の熱時弾性率を低下させる点で好ましい。
【００９５】
　本実施形態に係る固定用樹脂組成物で用いることができるホスホニウム化合物とシラン
化合物との付加物としては、例えば下記一般式（４）で表される化合物等が挙げられる。
【００９６】
【化４】

【００９７】
　一般式（４）において、Ｐはリン原子を表し、Ｓｉは珪素原子を表す。Ｒ１１、Ｒ１２
、Ｒ１３及びＲ１４は、互いに独立して、芳香環又は複素環を有する有機基、あるいは脂
肪族基を表し、Ｘ２は、基Ｙ２及びＹ３と結合する有機基である。Ｘ３は、基Ｙ４及びＹ
５と結合する有機基である。Ｙ２及びＹ３は、プロトン供与性基がプロトンを放出してな
る基を表し、同一分子内の基Ｙ２及びＹ３が珪素原子と結合してキレート構造を形成する
ものである。Ｙ４及びＹ５はプロトン供与性基がプロトンを放出してなる基を表し、同一
分子内の基Ｙ４及びＹ５が珪素原子と結合してキレート構造を形成するものである。Ｘ２
、及びＸ３は互いに同一であっても異なっていてもよい。Ｙ２、Ｙ３、Ｙ４、及びＹ５は
互いに同一であっても異なっていてもよい。Ｚ１は芳香環又は複素環を有する有機基、あ
るいは脂肪族基である。
【００９８】
　一般式（４）において、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１３及びＲ１４としては、例えば、フェニ
ル基、メチルフェニル基、メトキシフェニル基、ヒドロキシフェニル基、ナフチル基、ヒ
ドロキシナフチル基、ベンジル基、メチル基、エチル基、ｎ－ブチル基、ｎ－オクチル基
及びシクロヘキシル基等が挙げられる。これらの中でも、フェニル基、メチルフェニル基
、メトキシフェニル基、ヒドロキシフェニル基、ヒドロキシナフチル基等の置換基を有す
る芳香族基もしくは無置換の芳香族基が好ましい。
【００９９】
　また、一般式（４）において、Ｘ２は、Ｙ２及びＹ３と結合する有機基である。同様に
、Ｘ３は、基Ｙ４及びＹ５と結合する有機基である。Ｙ２及びＹ３はプロトン供与性基が
プロトンを放出してなる基であり、同一分子内の基Ｙ２及びＹ３が珪素原子と結合してキ
レート構造を形成するものである。同様にＹ４及びＹ５はプロトン供与性基がプロトンを
放出してなる基であり、同一分子内の基Ｙ４及びＹ５が珪素原子と結合してキレート構造
を形成するものである。基Ｘ２及びＸ３は互いに同一であっても異なっていてもよく、基
Ｙ２、Ｙ３、Ｙ４、及びＹ５は互いに同一であっても異なっていてもよい。このような一
般式（４）中の－Ｙ２－Ｘ２－Ｙ３－、及び－Ｙ４－Ｘ３－Ｙ５－で表される基は、プロ
トン供与体が、プロトンを２個放出してなる基で構成されるものである。このため、プロ
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酸が好ましく、芳香環を構成する炭素上にカルボキシル基または水酸基を少なくとも２個
有する芳香族化合物がより好ましく、芳香環を構成する隣接する炭素上に水酸基を少なく
とも２個有する芳香族化合物がさらに好ましい。
　プロトン供与体としては、例えば、カテコール、ピロガロール、１，２－ジヒドロキシ
ナフタレン、２，３－ジヒドロキシナフタレン、２，２'－ビフェノール、１，１'－ビ－
２－ナフトール、サリチル酸、１－ヒドロキシ－２－ナフトエ酸、３－ヒドロキシ－２－
ナフトエ酸、クロラニル酸、タンニン酸、２－ヒドロキシベンジルアルコール、１，２－
シクロヘキサンジオール、１，２－プロパンジオール及びグリセリン等が挙げられる。こ
れらの中でも、原料入手の容易さと硬化促進効果のバランスという観点では、カテコール
、１，２－ジヒドロキシナフタレン、２，３－ジヒドロキシナフタレンがより好ましい。
【０１００】
　また、一般式（４）中のＺ１は、芳香環又は複素環を有する有機基又は脂肪族基を表す
。これらの具体的な例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ヘキシル
基またはオクチル基等の脂肪族炭化水素基や、フェニル基、ベンジル基、ナフチル基また
はビフェニル基等の芳香族炭化水素基、グリシジルオキシプロピル基、メルカプトプロピ
ル基、アミノプロピル基またはビニル基等の反応性置換基などが挙げられる。これらの中
でも、メチル基、エチル基、フェニル基、ナフチル基、またはビフェニル基が熱安定性の
面から、より好ましい。
【０１０１】
　ホスホニウム化合物とシラン化合物との付加物は、例えば次のようにして得られる。ま
ず、メタノールを入れたフラスコに、フェニルトリメトキシシラン等のシラン化合物、２
，３－ジヒドロキシナフタレン等のプロトン供与体を加えて溶かす。次いで、上記フラス
コに室温攪拌下でナトリウムメトキシド－メタノール溶液を滴下する。次いで、予め用意
したテトラフェニルホスホニウムブロマイド等のテトラ置換ホスホニウムハライドをメタ
ノールに溶かした溶液を、上記フラスコに室温攪拌下で滴下すると結晶が析出する。析出
した結晶を濾過、水洗、真空乾燥すると、ホスホニウム化合物とシラン化合物との付加物
が得られる。しかし、これに限定されるものではない。
【０１０２】
　本実施形態に係る固定用樹脂組成物に用いることができる硬化促進剤（Ｄ）の含有量は
、全固定用樹脂組成物の合計値１００質量％に対して、０．１質量％以上であることが好
ましい。硬化促進剤（Ｄ）の含有量が上記範囲内であると、充分な硬化性を得ることがで
きる。また、硬化促進剤（Ｄ）の含有量は、全固定用樹脂組成物の合計値１００質量％に
対して、好ましくは３質量％以下であり、より好ましくは１質量％以下である。硬化促進
剤（Ｄ）の含有量が上記範囲内であると、充分な流動性を得ることができる。
【０１０３】
　本実施形態に係る固定用樹脂組成物には、さらに芳香環を構成する２個以上の隣接する
炭素原子にそれぞれ水酸基が結合した化合物（Ｅ）（以下、単に「化合物（Ｅ）」と称す
ることもある）が含まれていてもよい。化合物（Ｅ）を用いることにより、硬化促進剤（
Ｄ）として潜伏性を有しないリン原子含有硬化促進剤を用いた場合であっても、固定用樹
脂組成物の溶融混練中における反応を抑えることができ、安定して固定用樹脂組成物を得
ることができる。また、化合物（Ｅ）は、固定用樹脂組成物の溶融粘度を下げ、流動性を
向上させる効果も有するものである。化合物（Ｅ）としては、下記一般式（５）で表され
る単環式化合物、又は下記一般式（６）で表される多環式化合物等を用いることができる
。これらの化合物は水酸基以外の置換基を有していてもよい。
【０１０４】
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【化５】

【０１０５】
　一般式（５）において、Ｒ１５及びＲ１９のいずれか一方は水酸基であり、他方は水素
原子、水酸基又は水酸基以外の置換基である。また、Ｒ１６、Ｒ１７及びＲ１８は、水素
原子、水酸基又は水酸基以外の置換基である。
【０１０６】

【化６】

【０１０７】
　一般式（６）において、Ｒ２０及びＲ２６のいずれか一方は水酸基であり、他方は水素
原子、水酸基又は水酸基以外の置換基である。また、Ｒ２１、Ｒ２２、Ｒ２３、Ｒ２４及
びＲ２５は、水素原子、水酸基又は水酸基以外の置換基である。
【０１０８】
　一般式（５）で表される単環式化合物の具体例としては、例えばカテコール、ピロガロ
ール、没食子酸、没食子酸エステル又はこれらの誘導体が挙げられる。また、一般式（６
）で表される多環式化合物の具体例としては、例えば１，２－ジヒドロキシナフタレン、
２，３－ジヒドロキシナフタレン及びこれらの誘導体が挙げられる。これらのうち、流動
性と硬化性の制御のしやすさから、芳香環を構成する２個の隣接する炭素原子にそれぞれ
水酸基が結合した化合物が好ましい。また、混練工程での揮発を考慮した場合、母核は低
揮発性で秤量安定性の高いナフタレン環である化合物とすることがより好ましい。この場
合、化合物（Ｅ）を、具体的には、例えば１，２－ジヒドロキシナフタレン、２，３－ジ
ヒドロキシナフタレン及びその誘導体等のナフタレン環を有する化合物とすることができ
る。これらの化合物（Ｅ）は１種類を単独で用いても２種以上を併用してもよい。
【０１０９】
　化合物（Ｅ）の含有量は、全固定用樹脂組成物の合計値１００質量％に対して、０．０
１質量％以上であることが好ましく、０．０３質量％以上であることがより好ましく、０
．０５質量％以上であることがさらに好ましい。化合物（Ｅ）の含有量が上記範囲内であ
ると、固定用樹脂組成物の充分な低粘度化と流動性向上効果を得ることができる。また、
化合物（Ｅ）の含有量は、全固定用樹脂組成物の合計値１００質量％に対して、２質量％
以下であることが好ましく、０．８質量％以下であることがより好ましく、０．５質量％
以下であることがさらに好ましい。化合物（Ｅ）の含有量が上記範囲内であると、固定用



(20) JP 2016-182032 A 2016.10.13

10

20

30

40

50

樹脂組成物の硬化性の低下や硬化物の物性の低下を引き起こす恐れが少ない。
【０１１０】
　本実施形態に係る固定用樹脂組成物においては、エポキシ樹脂（Ａ１）と、無機充填剤
（Ｃ）との密着性をさらに向上させるため、上述した第１カップリング剤とは別に、カッ
プリング剤（Ｆ）（第２カップリング剤とも呼ぶ。）をさらに添加することができる。第
２カップリング剤としては、エポキシ樹脂（Ａ１）と無機充填剤（Ｃ）との間で反応し、
エポキシ樹脂（Ａ１）と無機充填剤（Ｃ）の界面強度を向上させるものであればよい。
　第２カップリング剤としては、特に限定されるものではないが、例えばエポキシシラン
、アミノシラン、ウレイドシラン、メルカプトシランなどが挙げられる。また、第２カッ
プリング剤は、前述の化合物（Ｅ）と併用することで、固定用樹脂組成物の溶融粘度を下
げ、流動性を向上させるという化合物（Ｅ）の効果を高めることもできるものである。
【０１１１】
　エポキシシランとしては、例えばγ－グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、γ－
グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルメチルジメトキシ
シラン、β－（３，４エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン等が挙げられ
る。また、アミノシランとしては、例えばγ－アミノプロピルトリエトキシシラン、γ－
アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－β（アミノエチル）γ－アミノプロピルトリメ
トキシシラン、Ｎ－β（アミノエチル）γ－アミノプロピルメチルジメトキシシラン、Ｎ
－フェニルγ－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－フェニルγ－アミノプロピルト
リメトキシシラン、Ｎ－β（アミノエチル）γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ
－６－（アミノヘキシル）３－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－（３－（トリメ
トキシシリルプロピル）－１，３－ベンゼンジメタナン等が挙げられる。また、ウレイド
シランとしては、例えばγ－ウレイドプロピルトリエトキシシラン、ヘキサメチルジシラ
ザン等が挙げられる。アミノシランの１級アミノ部位をケトン又はアルデヒドを反応させ
て保護した潜在性アミノシランカップリング剤として用いてもよい。また、アミノシラン
としては、２級アミノ基を有してもよい。また、メルカプトシランとしては、例えばγ－
メルカプトプロピルトリメトキシシラン、３－メルカプトプロピルメチルジメトキシシラ
ンのほか、ビス（３－トリエトキシシリルプロピル）テトラスルフィド、ビス（３－トリ
エトキシシリルプロピル）ジスルフィドのような熱分解することによってメルカプトシラ
ンカップリング剤と同様の機能を発現するシランカップリング剤等、が挙げられる。また
、これらのシランカップリング剤は予め加水分解反応させたものを配合してもよい。これ
らのシランカップリング剤は１種類を単独で用いても２種類以上を併用してもよい。
【０１１２】
　連続成形性という観点では、メルカプトシランが好ましい。流動性の観点では、アミノ
シランが好ましい。密着性という観点ではエポキシシランが好ましい。
【０１１３】
　本実施形態に係る固定用樹脂組成物に用いることができるシランカップリング剤等のカ
ップリング剤（Ｆ）の含有量（第１カップリング剤および第２カップリング剤の合計量）
は、全固定用樹脂組成物の合計値１００質量％に対して、０．０１質量％以上であること
が好ましく、０．０５質量％以上であることがより好ましく、０．１質量％以上であるこ
とがさらに好ましい。シランカップリング剤等のカップリング剤（Ｆ）の含有量が上記範
囲内であれば、エポキシ樹脂（Ａ１）と無機充填剤（Ｃ）との界面強度が低下することが
なく、良好な耐振動性を得ることができる。また、シランカップリング剤等のカップリン
グ剤（Ｆ）の含有量は、全固定用樹脂組成物の合計値１００質量％に対して、１質量％以
下であることが好ましく、０．８質量％以下であることがより好ましく、０．６質量％以
下であることがさらに好ましい。シランカップリング剤等のカップリング剤（Ｆ）の含有
量が上記範囲内であれば、エポキシ樹脂（Ａ１）と無機充填剤（Ｃ）との界面強度が低下
することがなく、良好な耐振動性を得ることができる。また、シランカップリング剤等の
カップリング剤（Ｆ）の含有量が上記範囲内であれば、固定用樹脂組成物の硬化物の吸水
性が増大することがなく、良好な防錆性を得ることができる。
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【０１１４】
　本実施形態に係る固定用樹脂組成物においては、難燃性を向上させるために無機難燃剤
（Ｇ）を添加することができる。無機難燃剤（Ｇ）としては、燃焼時に脱水、吸熱するこ
とによって燃焼反応を阻害する金属水酸化物、又は複合金属水酸化物が、燃焼時間を短縮
することができる点で好ましい。金属水酸化物としては、水酸化アルミニウム、水酸化マ
グネシウム、水酸化カルシウム、水酸化バリウム、水酸化ジルコニアを挙げることができ
る。複合金属水酸化物としては、２種以上の金属元素を含むハイドロタルサイト化合物で
あって、少なくとも一つの金属元素がマグネシウムであり、かつ、その他の金属元素がカ
ルシウム、アルミニウム、スズ、チタン、鉄、コバルト、ニッケル、銅、又は亜鉛から選
ばれる金属元素であればよい。このような複合金属水酸化物としては、水酸化マグネシウ
ム・亜鉛固溶体が市販品で入手が容易である。なかでも、連続成形性の観点からは水酸化
アルミニウム、水酸化マグネシウム・亜鉛固溶体が好ましい。無機難燃剤（Ｇ）は、単独
で用いても、２種以上用いてもよい。また、連続成形性への影響を低減する目的から、シ
ランカップリング剤などの珪素化合物やワックスなどの脂肪族系化合物などで表面処理を
行って用いてもよい。
　また、本実施形態に係る無機難燃剤（Ｇ）の含有量は、少ない方が好ましく、とくに０
．２質量％以下が好ましい。通常、半導体封止材用途は、ＵＬ規格を満たすために難燃剤
の添加は必須であるが、難燃剤の添加量が多すぎると、熱硬化性樹脂の硬化反応を阻害し
てしまい、固定部材の強度が低下する場合がある。そのため、本実施形態では、無機難燃
剤（Ｇ）はなるべく添加しない方が好ましい。
【０１１５】
　本実施形態に係る固定用樹脂組成物においては、イオン性不純物の濃度は、固定用樹脂
組成物に対して、好ましくは５００ｐｐｍ以下であり、より好ましくは３００ｐｐｍ以下
であり、さらに好ましくは２００ｐｐｍ以下である。また、イオン性不純物の濃度は、特
に限定されないが、例えば、本発明に係る固定用樹脂組成物に対して、０ｐｐｂ以上であ
り、より好ましくは１０ｐｐｂ以上であり、さらに好ましくは１００ｐｐｂ以上である。
これにより、本実施形態に係る固定用樹脂組成物の硬化物を固定部材に用いた際、高温、
多湿下で処理しても高い防錆性を保持することができる。
　本実施形態に係るイオン性不純物としては、特に限定されるものではないが、アルカリ
金属イオン、アルカリ土類金属イオン、ハロゲンイオン等、より具体的にはナトリウムイ
オン、塩素イオン等が挙げられる。ナトリウムイオンの濃度は、本実施形態に係る固定用
樹脂組成物に対して、好ましくは１００ｐｐｍ以下であり、より好ましくは７０ｐｐｍ以
下であり、さらに好ましくは５０ｐｐｍ以下である。また、塩素イオンの濃度は、本実施
形態に係る固定用樹脂組成物に対して、好ましくは１００ｐｐｍ以下であり、より好まし
くは５０ｐｐｍ以下であり、さらに好ましくは３０ｐｐｍ以下である。上記の範囲とする
ことにより、電磁鋼板や磁石の腐食を抑制することができる。
　本実施形態においては、例えば純度の高いエポキシ樹脂を使用することにより、イオン
性不純物を低減することができる。以上により、耐久性に優れたローターが得られる。
【０１１６】
　イオン性不純物の濃度は、下記のようにして求めることができる。まず、本実施形態に
係る固定用樹脂組成物を１７５℃、１８０秒で成形硬化後、粉砕機で粉砕し硬化物の粉末
を得る。得られた硬化物粉末を純水中で１２０℃、２４時間処理し、純水中にイオンを抽
出した後、ＩＣＰ－ＭＳ（誘導結合プラズマイオン源質量分析装置）を用い測定できる。
【０１１７】
　本実施形態に係る固定用樹脂組成物においては、アルミナの含有量は、固定用樹脂組成
物の合計値１００質量％に対して、好ましくは１０質量％以下であり、より好ましくは７
質量％以下であり、さらに好ましくは５質量％以下である。アルミナの含有量は、特に限
定されないが、例えば、本実施形態に係る固定用樹脂組成物の合計値１００質量％に対し
て、好ましくは０質量％以上であり、より好ましくは０．０１質量％以上であり、さらに
好ましくは０．１質量％以上である。アルミナの含有量を上記上限値以下とすることによ
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り、本実施形態に係る固定用樹脂組成物の流動性を向上させること、および軽量化を図る
ことができる。なお、本実施形態において、０質量％は検出限界の値を許容する。
【０１１８】
　本実施形態に係る固定用樹脂組成物では、前述した成分以外に、ハイドロタルサイト類
またはマグネシウム、アルミニウム、ビスマス、チタン、ジルコニウムから選ばれる元素
の含水酸化物等のイオン捕捉剤；カーボンブラック、ベンガラ、酸化チタン等の着色剤；
カルナバワックス等の天然ワックス；ポリエチレンワックス等の合成ワックス；ステアリ
ン酸やステアリン酸亜鉛等の高級脂肪酸及びその金属塩類若しくはパラフィン等の離型剤
；ポリブタジエン化合物、アクリロニトリルブタジエン共重合化合物、シリコーンオイル
、シリコーンゴム等のシリコーン化合物等の低応力剤、チアゾリン、ジアゾール、トリア
ゾール、トリアジン、ピリミジン等の密着付与剤を適宜配合してもよい。
【０１１９】
　本実施形態に係る着色剤の含有量は、本実施形態に係る固定用樹脂組成物の合計値１０
０質量％に対して、好ましくは０．０１質量％以上１質量％以下であり、より好ましくは
０．０５質量％以上０．８質量％以下である。着色剤の含有量を上記範囲内とすることに
より、色が付いた不純物を除去する工程が不要となり、作業性が向上する。したがって、
歩留まりに優れたローターが実現される。
【０１２０】
　本実施形態に係る離型剤の含有量は、特に限定されないが、本実施形態に係る固定用樹
脂組成物の合計値１００質量％に対して、例えば好ましくは０．０１質量％以上であり、
より好ましくは０．０５質量％以上である。また、離型剤の含有量は、特に限定されない
が、例えば好ましくは１質量％以下であり、より好ましくは０．５質量％以下であり、さ
らに好ましくは０．２質量％以下であり、特に好ましくは０．１質量％以下である。通常
、半導体チップをトランスファー形成する際には、固定部材が金型から離間する離型性を
確保するために、離型剤を一定量添加することが知られている。
【０１２１】
　本実施形態に係る低応力剤の含有量は、本実施形態に係る固定用樹脂組成物の合計値１
００質量％に対して、好ましくは０．０１質量％以上３質量％以下であり、より好ましく
は０．０５質量％以上２質量％以下である。低応力剤の含有量が上記範囲内であると、高
温下、長時間にわたって高速回転させる環境下において、十分な耐久性を示すローターコ
アを実現できる。
【０１２２】
　本実施形態に係るイオン捕捉剤の含有量は、本実施形態に係る固定用樹脂組成物の合計
値１００質量％に対して、好ましくは０．０１質量％以上３質量％以下であり、より好ま
しくは０．０５質量％以上２質量％以下である。イオン捕捉剤の含有量が上記範囲内であ
ると、高温下、長時間にわたって高速回転させる環境下において、十分な耐久性を示すロ
ーターコアを実現できる。
【０１２３】
　本実施形態に係る密着付与剤の含有量は、本実施形態に係る固定用樹脂組成物の合計値
１００質量％に対して、好ましくは０．０１質量％以上３質量％以下であり、より好まし
くは０．０５質量％以上２質量％以下である。密着付与剤の含有量が上記範囲内であると
、高温下、長時間にわたって高速回転させる環境下において、十分な耐久性を示すロータ
ーコアを実現できる。
【０１２４】
（ローター固定用樹脂組成物の製造方法）
　本実施形態に係る固定用樹脂組成物の製造方法は、特に制限されないが、例えば次のよ
うに行われる。まず、熱硬化性樹脂（Ａ）、フェノール樹脂系硬化剤（Ｂ）及び無機充填
剤（Ｃ）、ならびに好ましくはその他の添加剤等を、所定量配合する。次いで、配合した
ものを、たとえばミキサー、ジェットミル、ボールミル等を用いて常温で均一に粉砕、混
合する。次いで、加熱ロール、ニーダー又は押出機等の混練機を用いて、９０～１２０℃
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程度まで固定用樹脂組成物を加温しながら溶融し混練を行う。次いで、混練後の固定用樹
脂組成物を冷却、粉砕し、顆粒又は粉末状の固形の固定用樹脂組成物を得る。これらの製
造工程における条件を適宜調整することにより、所望の分散度や流動性等を有する固定用
樹脂組成物を得ることができる。
　本実施形態に係る固定用樹脂組成物の粉末又は顆粒の粒度は、例えば５ｍｍ以下が好ま
しい。５ｍｍ以下とすることにより、打錠時に充填不良をおこし、タブレットの質量のバ
ラツキが大きくなることを抑制することができる。
【０１２５】
　さらに、得られた固定用樹脂組成物の粉末又は顆粒を打錠成型することによりタブレッ
トを得ることができる。打錠成型に用いる装置としては、単発式、又は多連ローターリー
式の打錠機を用いることができる。タブレットの形状は、特に限定されないが、円柱状で
あることが好ましい。打錠機のオス型、メス型及び環境の温度に特に制限はないが、３５
℃以下が好ましい。３５℃を超えると固定用樹脂組成物が反応により粘度上昇し、流動性
が損なわれる恐れがある。打錠圧力は４００×１０４以上３０００×１０４以下Ｐａの範
囲が好ましい。打錠圧力を上記上限値以下とすることにより、タブレット打錠直後に破壊
が生じることを抑制できる。一方、打錠圧力を上記下限値以上とすることにより、十分な
凝集力が得られないために輸送中にタブレットの破壊が生じることを抑制することができ
る。打錠機のオス型、メス型の金型の材質、表面処理に特に限定はなく、公知の材質のも
のを使用することができる。表面処理の例としては、たとえば放電加工、離型剤のコーテ
ィング、メッキ処理、研磨などを挙げることができる。
【０１２６】
　また、本実施形態に係る固定部材のガラス転移温度（Ｔｇ）が、１３０℃以上であるこ
とが好ましく、１４０℃以上であることがより好ましい。上記下限値以上であれば、信頼
性向上が期待できる。上記ガラス転移温度（Ｔｇ）の上限値としては、とくに限定されな
いが２００℃以下が好ましく、１９０℃以下がより好ましい。これにより、耐久性に優れ
たローターが実現される。
　また、本実施形態においては、例えば、エポキシ樹脂、硬化剤の軟化点を上げることに
より、上記ガラス転移温度（Ｔｇ）を増加させることができる。
【０１２７】
　本実施形態に係る固定部材の１５０℃における曲げ強度が、７０ＭＰａ以上であること
が好ましく、１００ＭＰａ以上であることがより好ましい。上記下限値以上であれば、ク
ラックなどが発生しにくく信頼性向上が期待できる。上記曲げ強度の上限値としては、と
くに限定されないが３００ＭＰａ以下が好ましく、２５０ＭＰａ以下がより好ましい。こ
れにより、耐久性に優れたローターが実現される。
　また、本実施の形態においては、例えば、無機充填剤の表面にカップリング剤を処理す
ることにより、上記曲げ強度を増加することができる。
【０１２８】
　本実施形態に係る固定部材の１５０℃における曲げ弾性率の上限値が、１．６×１０４

ＭＰａ以下であることが好ましく、１．３×１０４ＭＰａ以下であることがより好ましい
。上記上限値以下であれば、応力緩和による信頼性向上が期待できる。上記曲げ弾性率の
下限値としては、とくに限定されないが５０００ＭＰａ以上が好ましく、７０００ＭＰａ
以上がより好ましい。これにより、耐久性に優れたローターが実現される。
　また、本実施の形態においては、例えば、低応力剤の添加量を増やす、無機充填剤の配
合量を減らすなどにより、上記曲げ弾性率を低減することができる。
【０１２９】
　本実施形態に係る固定部材の、２５℃以上のガラス転移温度（Ｔｇ）以下の領域におけ
る線膨張係数（α１）が、１０ｐｐｍ／℃以上、２５ｐｐｍ／℃以下であることが好まし
く、１５ｐｐｍ／℃以上、２０ｐｐｍ／℃以下であることがより好ましい。上記範囲内で
あれば、電磁鋼板との熱膨張差が小さくかつマグネットの抜け落ちが防止できる。これに
より、耐久性に優れたローターが実現される。
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　また、本実施の形態においては、例えば、無機充填剤の配合量を増やすことにより、上
記線膨張係数（α１）を低減することができる。
【０１３０】
　本実施形態に係る固定部材の、ガラス転移温度（Ｔｇ）を超える領域における線膨張係
数（α２）が、１０ｐｐｍ／℃以上、１００ｐｐｍ／℃以下であることが好ましく、２０
ｐｐｍ／℃以上、８０ｐｐｍ／℃以下であることがより好ましい。上記範囲内であれば、
電磁鋼板との熱膨張差が小さくかつマグネットの抜け落ちが防止できる。これにより、耐
久性に優れたローターが実現される。
　また、本実施の形態においては、例えば、無機充填剤の配合量を増やすことにより、上
記線膨張係数（α２）を低減することができる。
【０１３１】
（ローターの製造方法）
　本実施形態に係るローター１００の製造方法は、例えば次のように行われる。まず、回
転シャフト１７０が貫通する貫通孔の周縁部に沿って配置されている複数の穴部１５０が
設けられたローターコア１１０を準備する。次いで、孔部１５０に磁石１２０を挿入する
。次いで、孔部１５０と磁石１２０との離間部１４０に固定用樹脂組成物を充填する。次
いで、固定用樹脂組成物を硬化して、固定部材１３０を得る。次いで、ローターコア１１
０が有する貫通孔に回転シャフト１７０を挿入するとともに、ローターコアに回転シャフ
ト１７０を固設する。これにより、本実施形態に係るローター１００が得られる。
　本実施形態では、離間部１４０に固定用樹脂組成物を充填する手法として、インサート
成形を用いることが好ましい。以下、詳述する。
【０１３２】
　まず、インサート成形装置について説明する。図１０は、インサート成形に用いるイン
サート成形装置の上型２００を示す断面図である。
　固定部材１３０の形成方法の一例としては、タブレット状の固定用樹脂組成物を用い、
インサート成形を行う方法を用いることができる。このインサート成形には、インサート
成形装置を用いる。この成形装置は、タブレット状の固定用樹脂組成物が供給されるポッ
ト２１０および溶融状態の固定用樹脂組成物を移動させる流路２２０を有する上型２００
と、下型（図示せず）と、これらの上型２００及び下型を加熱する加熱手段と、溶融状態
の固定用樹脂組成物を押し出す押出機構と、を備える。インサート成形装置は、例えば、
ローターコア等を搬送する搬送機能を備えてもよい。
【０１３３】
　上型２００および下型は、インサート成形時において、ローターコア１１０の上面およ
び下面にそれぞれ密着することが好ましい。このため、上型２００および下型は、例えば
板状である。本実施形態の上型２００および下型は、インサート成形成型時においてロー
ターコア１１０の全体を覆わない点で、半導体装置の製造方法に用いる通常のトランスフ
ァー成形の金型とは異なる。すなわち、本実施形態に係る上型２００および下型は、イン
サート成形時において、ローターコア１１０の側面を覆わない。一方で、トランスファー
成形用の金型は、上型及び下型で構成されるキャビティ内に半導体チップ全体が配置され
るように構成される。
　また、図１０に示すように、ポット２１０は、二つの別々の流路２２０を有してもよい
。この場合、一つのポット２１０に接続する二つの流路２２０は、Ｙ字状に配置される。
これにより、一つのポット２１０から、二つの孔部１５０に、本実施形態に係る固定用樹
脂組成物を充填できる。なお、一つのポット２１０は、一つの孔部１５０に固定用樹脂組
成物を充填する一つの流路のみを有してもよく、三つ以上の孔部１５０に固定用樹脂組成
物を充填する三つ以上の流路を有してもよい。一つのポット２１０が複数の流路２２０を
有する場合、複数の流路２２０は互いに独立してもよく、互いに連続していてもよい。
【０１３４】
　続いて、本実施形態に係るインサート成形について説明する。
　まず、ローターコア１１０をオーブン又は熱盤上などで予熱後、不図示の成形装置の下
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型に固定する。続いて、ローターコア１１０の孔部１５０中に、磁石１２０を挿入する。
続いて、下型を上昇させ、ローターコア１１０の上面に上型２００を押しつける。これに
より、上型２００と下型とで、ローターコア１１０の上面および下面を挟み込む。このと
き、上型２００中の流路２２０の先端部が、孔部１５０と磁石１２０との離間部１４０上
に配置される。また、ローターコア１１０は、成形装置の下型と上型２００からの熱伝導
により加熱されることとなる。成形装置の下型および上型２００は、ローターコア１１０
が固定用樹脂組成物の成形、硬化に適した温度となるよう、例えば１５０℃～２００℃程
度に温調されている。この状態でタブレット状の固定用樹脂組成物を上型２００のポット
２１０内に供給する。上型２００のポット２１０内に供給されたタブレット状の固定用樹
脂組成物は、ポット２１０内で加熱され溶融状態となる。
【０１３５】
　続いて、プランジャ（押出機構）により、溶融状態の固定用樹脂組成物をポット２１０
から押し出す。これにより、固定用樹脂組成物は、流路２２０を移動して孔部１５０と磁
石１２０との離間部１４０に充填される。固定用樹脂組成物が離間部１４０に充填される
間、ローターコア１１０は金型（下型と上型２００）からの熱伝導により加熱される。ロ
ーターコア１１０が加熱されることで、離間部１４０に充填された固定用樹脂組成物が硬
化される。これにより、固定部材１３０が形成されることとなる。
　このとき、固定用樹脂組成物を硬化する際の温度条件は、例えば１５０℃～２００℃と
することができる。また、硬化時間は、例えば３０秒～１８０秒とすることができる。こ
れにより、孔部１５０の内部に挿入された磁石１２０が固定部材１３０により固定される
。この後、ローターコア１１０の上面から上型２００を離間する。次いで、ローターコア
１１０の貫通孔に回転シャフト１７０を挿入するとともに、ローターコア１１０に回転シ
ャフト１７０を固設する。
　以上により、本実施形態に係るローター１００が得られる。
【０１３６】
　本実施形態に係るインサート成形方法は、脱型する必要がない点で、半導体装置の製造
に用いるトランスファー成形方法と異なる。
　インサート成形方法では、ローターコア１１０の上面と上型２００とが密着された状態
で、上型２００の流路２２０を通って、ローターコア１１０の孔部１５０に固定用樹脂組
成物が充填される。このため、ローターコア１１０の上面と上型２００との間に樹脂が充
填されず、上型２００と上面との着脱が容易となる。
　一方、トランスファー成形方法では、半導体チップと金型との間のキャビティに樹脂が
充填されるので、成形品から金型をうまく脱型する必要がある。このため、半導体チップ
を封止する樹脂には、金型と成形品との離型性が特に要求されることになる。
【０１３７】
　本実施の形態のローター１００は、ハイブリッド車、燃料電池車および電気自動車等の
電動車両、列車ならびに船舶等の、乗り物に搭載することができる。
【実施例】
【０１３８】
　以下、本発明を、実施例を参照して詳細に説明するが、本発明は、これらの実施例の記
載に何ら限定されるものではない。特に記載しない限り、以下に記載の「部」は「質量部
」、「％」は「質量％」を示す。
【０１３９】
　各実施例及び各比較例で用いた原料成分を下記に示した。
　（熱硬化性樹脂（Ａ））
　エポキシ樹脂１：製造方法を後述する。
　エポキシ樹脂２：オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂（日本化薬社製、ＥＯＣ
Ｎ－１０２０－６５）
　エポキシ樹脂３：オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂（日本化薬社製、ＥＯＣ
Ｎ－１０２０－５５） 
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【０１４０】
　（硬化剤（Ｂ））
　フェノール樹脂系硬化剤１：製造方法を後述する。
　フェノール樹脂系硬化剤２：ノボラック型フェノール樹脂（住友ベークライト製、ＰＲ
－ＨＦ－３）
　フェノール樹脂系硬化剤３：ノボラック型フェノール樹脂（住友ベークライト製、ＰＲ
－５１４７０）
【０１４１】
　（無機充填剤（Ｃ））
　球状シリカ１（電気化学工業製、ＦＢ－９５０、平均粒径Ｄ５０２３μｍ、最大粒径Ｄ

ｍａｘ７５μｍ）
　球状シリカ２（電気化学工業製、ＦＢ－３５、平均粒径Ｄ５０１０μｍ、最大粒径Ｄｍ

ａｘ７５μｍ）
　未処理球状シリカ３（アドマテックス社製、ＳＯ－２５Ｒ、平均粒径Ｄ５００．５μｍ
）
【０１４２】
　（硬化促進剤（Ｄ））
　硬化促進剤：トリフェニルホスフィン（ケイ・アイ化成（株）製、ＰＰ－３６０） 
【０１４３】
　（シランカップリング剤（Ｆ））
　シランカップリング剤１：γ－アミノプロピルトリエトキシシラン（信越化学工業（株
）製、ＫＢＥ－９０３）
　シランカップリング剤２：フェニルアミノプロピルトリメトキシシラン（東レ・ダウコ
ーニング（株）製、ＣＦ４０８３）
　シランカップリング剤３：γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン（チッソ（株
）製、ＧＰＳ－Ｍ）
　シランカップリング剤４：γ－メルカプトプロピルトリメトキシシラン
【０１４４】
　（その他の添加剤）
　離型剤：カルナバワックス 
　イオン捕捉剤：ハイドロタルサイト（協和化学工業製、商品名ＤＨＴ－４Ｈ） 
　着色剤：カーボンブラック（三菱化学製、ＭＡ６００）
　トリアゾール：３－アミノ－１，２，４－トリアゾール－５－チオール 
　低応力剤：シリコーンレジン（信越化学工業（株）製、ＫＭＰ－５９４）
　難燃剤：水酸化アルミニウム（住友化学、ＣＬ－３０３，平均粒径Ｄ５０３．５μｍ）
【０１４５】
　フェノール樹脂系硬化剤１の製造方法を以下に示す。
　セパラブルフラスコに撹拌装置、温度計、還流冷却器、窒素導入口を装着した後、１，
３－ジヒドロキシベンゼン（東京化成工業社製、「レゾルシノール」、融点１１１℃、分
子量１１０、純度９９．４％）３６０質量部、フェノール（関東化学社製特級試薬、融点
４１℃、分子量９４、純度９９．３％）２３５質量部、あらかじめ粒状に砕いた４，４'
－ビスクロロメチルビフェニル（和光純薬工業社製、融点１２６℃、純度９５％、分子量
２５１）２５１質量部を、セパラブルフラスコに秤量した。次に、窒素置換しながら加熱
し、フェノールの溶融の開始に併せて攪拌を開始した。
【０１４６】
　撹拌開始後、系内温度を１１０～１３０℃の範囲に維持しながら３時間反応させた後、
再度加熱し、１４０～１６０℃の範囲に維持しながら３時間反応させた。なお、上記の反
応によって系内に発生した塩酸ガスは、窒素気流によって系外へ排出した。
【０１４７】
　反応終了後、１５０℃、２ｍｍＨｇの減圧条件下、未反応成分を留去した。次いで、ト
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ルエン４００質量部を添加し、均一溶解させた後、分液漏斗に移し、蒸留水１５０質量部
を加えて振とうした。振とう後、水層を棄却する操作（水洗）を洗浄水が中性になるまで
繰り返し行った。上記水洗操作後、油層を１２５℃減圧処理することによってトルエン、
残留未反応成分等の揮発成分を留去し、下記式（１２Ａ）で表されるフェノール樹脂系硬
化剤１（重合体）を得た。
【０１４８】
　なお、このフェノール樹脂系硬化剤１における水酸基当量は１３５、１５０℃における
ＩＣＩ粘度は４．７ｄＰａ・ｓであった。
【０１４９】
　また、電界脱離質量分析（Ｆｉｅｌｄ　Ｄｅｓｏｒｐｔｉｏｎ　Ｍａｓｓ　Ｓｐｅｃｔ
ｒｏｍｅｔｒｙ；ＦＤ－ＭＳ）により測定・分析された相対強度比を質量比とみなして算
術計算することにより得られた、一価ヒドロキシフェニレン構造単位の繰り返し数ｋの平
均値ｋ０、二価ヒドロキシフェニレン構造単位の繰り返し数ｍの平均値ｍ０、およびそれ
らの比ｋ０／ｍ０は、それぞれ、１．２０、１．２７、４８．６／５１．４であった。
【０１５０】
【化７】

　（式（１２Ａ）中、２つのＹは、それぞれ互いに独立して、下記式（１２Ｂ）または下
記式（１２Ｃ）で表されるヒドロキシフェニル基を表し、Ｘは、下記式（１２Ｄ）または
下記式（１２Ｅ）で表されるヒドロキシフェニレン基を表す。）
【０１５１】
【化８】

【０１５２】
　エポキシ樹脂１の製造方法を以下に示す。
【０１５３】
　セパラブルフラスコに撹拌装置、温度計、還流冷却器、窒素導入口を装着した後、前述
のフェノール樹脂系硬化剤１を１００質量部、エピクロルヒドリン（東京化成工業社製）
を４００質量部、秤量して１００℃に加熱溶解させた。次に、水酸化ナトリウム（固形細
粒状、純度９９％）６０質量部を４時間かけて徐々に添加し、さらに３時間反応させた。
次に、トルエン２００質量部を加えて溶解させた後、蒸留水１５０質量部を加えて振とう
し、水層を棄却する操作（水洗）を洗浄水が中性になるまで繰り返し行った。上記水洗操
作後、油層を１２５℃、２ｍｍＨｇの減圧条件下、エピクロルヒドリンを留去した。得ら
れた固形物にメチルイソブチルケトン３００質量部を加えて溶解し、７０℃に加熱した上
で、３０質量％水酸化ナトリウム水溶液１３質量部を１時間かけて添加した。添加後、さ
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らに１時間反応して静置し、水層を棄却した。次に、油層に蒸留水１５０質量部を加えて
水洗操作を行い、洗浄水が中性になるまで同様の水洗操作を繰り返し行った。上記水洗操
作後、加熱減圧によってメチルイソブチルケトンを留去し、下記式（１３Ａ）で表される
化合物を含むエポキシ樹脂１（エポキシ当量１９０ｇ/ｅｑ）を得た。
【０１５４】
【化９】

　（式（１３Ａ）中、２つのＹは、それぞれ互いに独立して、下記式（１３Ｂ）または下
記式（１３Ｃ）で表されるグリシジル化フェニル基を表し、Ｘは、下記式（１３Ｄ）また
は下記式（１３Ｅ）で表されるグリシジル化フェニレン基を表す。）
【０１５５】

【化１０】

【０１５６】
　実施例１、３および４では、予めシランカップリング処理を施した無機充填剤（Ｃ）を
処理シリカとして用いた。無機充填剤（Ｃ）のシランカップリング処理は、次のように行
った。
　まず、球状シリカ１および球状シリカ２を１０５℃で１２時間それぞれ乾燥した。次い
で、球状シリカ１を６０重量部と、球状シリカ２を２０重量部と、をミキサーに投入し、
１０分間攪拌した。次いで、球状シリカ１と球状シリカ２の混合物にシランカップリング
剤１を０．３重量部噴霧しながら、当該混合物を２０分間攪拌した。この際、シランカッ
プリング剤１を噴霧した時間は、１０分間程度であった。また、ミキサー内の湿度は５０
％以下であった。その後、６０分間攪拌を続けることで、シリカとシランカップリング剤
１とを混合した。
　次いで、ミキサーから取り出し、２０±５℃の条件下で７日間エージングを行った。次
いで、２００ｍｅｓｈのふるいにかけ、粗大粒子を除去した。これにより、シランカップ
リング処理が施された無機充填剤（Ｃ）が得られた。なお。ミキサーには、リボンブレン
ダーを用いた。また、リボンブレンダーの回転数は、３０ｒｐｍであった。
　なお、シランカップリング剤２、３および４は樹脂に添加した。　
【０１５７】
（実施例および比較例）
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　実施例１～４および比較例１～３について、表に示す配合量に従って各成分を配合した
ものを、ミキサーを用いて常温で混合し、粉末状中間体を得た。得られた粉末状中間体を
自動供給装置（ホッパー）に装填して、８０℃～１００℃の加熱ロールへ定量供給し、溶
融混練を行った。その後冷却し、次いで粉砕して、固定用樹脂組成物を得た。成型装置を
用いて、得られた固定用樹脂組成物を打錠成型することにより、タブレットを得た。
【０１５８】
　得られた固定用樹脂組成物について、下記に示す測定及び評価を行った。
【０１５９】
　実施例１～４および比較例１～３では、ローター固定用樹脂組成物の硬化物を得るため
に、金型温度１７５℃、注入圧力９．８ＭＰａ、硬化時間１２０秒という硬化条件を用い
ている。また、下記測定に用いるローター固定用樹脂組成物の硬化物は、ＪＩＳ　Ｋ７１
６２に準じた形状に成形し、１７５℃、４時間という条件でさらに硬化することで試験片
を得た。
【０１６０】
　また、実施例１～４および比較例１～３における、各成分の配合比率を、以下の表１に
まとめた。
【０１６１】
　下記表１の配合比率で得られた各硬化物に対し、行った測定および評価について以下に
詳説する。
【０１６２】
（評価項目）
　破断エネルギーａおよびｂ、ヤング率：ＪＩＳ　Ｋ７１６２に準じてダンベル型に成形
したローター固定用樹脂組成物の硬化物（以下、試験片と示す）を、２５℃あるいは１５
０℃で、負荷速度１．０ｍｍ／ｍｉｎという条件で引張試験を行った。なお、ヤング率は
２５℃、負荷速度１．０ｍｍ／ｍｉｎという条件のみで上記引張試験を行った。この引張
試験において、テンシロンには、オリエンテック社製テンシロンＵＣＴ－３０Ｔ型を、歪
みゲージには、共和電業社製タイプＫＦＧ－２－１２０－Ｄ１６－１１Ｌ１Ｍ２Ｒを用い
た。
【０１６３】
　破断エネルギーは、以下の方法で算出した。まず、引張試験時における垂直応力（ｓｔ
ｒｅｓｓ）と垂直歪み（ｓｔｒｅｉｎ）との関係を、グラフ化した曲線（応力－歪曲線）
を作成した。次に、歪みを変数とし、引張試験の開始点から破断点までの応力の積分値を
、算出した。なお、単位は、×１０－４Ｊ／ｍｍ３とした。
【０１６４】
　ヤング率の単位は、ＧＰａとした。
【０１６５】
　破断強度ａおよびｂ：試験片を、２５℃あるいは１５０℃で、負荷速度１．０ｍｍ／ｍ
ｉｎという条件で引張試験を行った。ここで破断強度とは、試験片を破断させるために必
要な引張荷重または力のことを示している。本実施例において破断強度は、以下の方法で
算出した。まず、試験片が破断した際に、試験片に加えた応力をσ、試験片の最小断面積
をＳとする。破断強度は、試験片が破断した際に試験片に加えた力である。単位は、ＭＰ
ａとした。
【０１６６】
　疲労限度応力：試験片を、２５℃で引張疲労試験を行った。ここで、疲労限度応力とは
、試験片に繰り返し応力を加えた場合に、応力を無限回数負荷しても破壊しない応力振幅
の上限のことを示している。本実施例において疲労限度応力は、鷲宮製作所社製引張疲労
試験機ＦＴ－１０型を用い、以下の方法で算出した。試験片に対し３０Ｈｚの正弦波で片
振り応力（最大値と最小値＝０の間を繰り返す応力）を印加し、１０７回印加しても破断
しない応力を求めた。この時の応力を疲労限度応力とて算出した。なお、単位は、ＭＰａ
である。
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　また、耐久性に優れたローターコアとするには、引張限度応力が２５ＭＰa以上である
と好ましく、２８ＭＰａ以上であるとさらに好ましい。
【０１６７】
　上記評価項目に関する評価結果を、以下の表１に各成分の配合比率と共に示す。
【０１６８】
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【表１】

【０１６９】
　疲労限度応力は、繰り返し使用に伴うローターコアの耐久性を表す指標となる。疲労限
度応力が大きい材料を用いた場合、良好な耐久性を有したローターコアを得ることができ
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る。表１からも分かるように、実施例１～４の硬化物は、いずれも比較例の値と比較して
高い値の疲労限度応力を有している。実際に、実施例に記載の材料を用いてローターコア
を製造した場合、繰り返し使用という観点で高い耐久性を有したローターコアが得られた
。
【０１７０】
　実施例１～４に記載のローター固定用樹脂組成物は、破断エネルギーａを向上させるた
めに、樹脂組成物の配合、シリカの表面処理（処理前の乾燥、ｐHの管理、エージング時
間）その他の処理等の最適化を行っている。実施例１～４では、従来にない処方上の工夫
等をして最適化を行っており、以下に詳説する。
【０１７１】
　具体的に、実施例１では、新規なエポキシ樹脂１を含む３種のエポキシ樹脂を含有させ
ている点、新規なフェノール樹脂系硬化剤１を用いている点、無機充填剤（Ｃ）のシラン
カップリング処理を最適化した点、等の技術的な工夫を行っている。実施例２では、新規
なエポキシ樹脂１およびフェノール樹脂系硬化剤１を用いている点、ワックスを添加して
いないものを使用している点、等の技術的な工夫を行っている。実施例３では、新規なエ
ポキシ樹脂１を含む３種のエポキシ樹脂を含有させている点、新規なフェノール樹脂系硬
化剤１を含む３種のフェノール樹脂系硬化剤を含有させている点、無機充填剤（Ｃ）のシ
ランカップリング処理を最適化した点、等の技術的な工夫を行っている。実施例４では、
２種のエポキシ樹脂を含有させている点、２種のフェノール樹脂系硬化剤を含有させてい
る点、ワックスを添加していないものを使用している点、無機充填剤（Ｃ）のシランカッ
プリング処理を最適化した点、等の技術的な工夫を行っている。
【符号の説明】
【０１７２】
１００　　ローター
１１０　　ローターコア
１１２　　電磁鋼板
１１６　　溝部　　
１１８ａ　エンドプレート
１１８ｂ　エンドプレート
１２０　　磁石
１２１　　側壁
１２３　　側壁
１２５　　側壁
１２７　　側壁
１３０　　固定部材
１３２　　スリット充填用樹脂部材
１４０　　離間部
１５０　　孔部
１５１　　側壁
１５２　　スリット
１５３　　側壁
１５４ａ　孔部
１５４ｂ　孔部
１５５　　側壁
１５６　　孔部
１５７　　側壁
１６０　　カシメ部
１７０　　回転シャフト
２００　　上型
２１０　　ポット
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２２０　　流路
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【図９】 【図１０】



(36) JP 2016-182032 A 2016.10.13

【手続補正書】
【提出日】平成28年7月22日(2016.7.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転シャフトに固設され、前記回転シャフトの周縁部に沿って配置されている複数の穴
部が設けられている、ローターコアと、
　前記穴部に挿入された磁石と、
　前記穴部と前記磁石との離間部に設けられた固定部材と、を備えるローターのうち前記
固定部材の形成に用いるローター固定用樹脂組成物であって、
　２種以上のエポキシ樹脂を含む熱硬化性樹脂と、
　硬化剤と、
　無機充填剤と、
　２級アミノシラン、エポキシシラン、メルカプトシランからなる群よりされる１種の化
合物と、
　を含み、
　前記無機充填剤がシリカであり、
　前記熱硬化性樹脂の含有量が前記ローター固定用樹脂組成物の合計値１００質量％に対
して５質量％以上４０質量％以下であり、
　前記硬化剤の含有量が前記ローター固定用樹脂組成物の合計値１００質量％に対して０
．８質量％以上１２質量％以下であり、
　前記無機充填剤の含有量が前記ローター固定用樹脂組成物の合計値１００質量％に対し
て５０質量％以上９３質量％以下であり、
　金型温度１７５℃、注入圧力９．８ＭＰａ、硬化時間１２０秒という硬化条件で、かつ
ＪＩＳ　Ｋ７１６２に準じて得られたダンベル形状の前記ローター固定用樹脂組成物の硬
化物を、さらに１７５℃、４時間という条件で硬化させて試験片として作製し、
　温度２５℃、負荷速度１．０ｍｍ／ｍｉｎという条件で引張試験を行った際に得られる
破断エネルギーが、１．５×１０－４Ｊ／ｍｍ３以上であるローター固定用樹脂組成物。
【請求項２】
　前記試験片に対して、温度１５０℃、負荷速度１．０ｍｍ／ｍｉｎという条件で引張試
験を行った際に得られる破断エネルギーが、１．２×１０－４Ｊ／ｍｍ３以上である請求
項１に記載のローター固定用樹脂組成物。
【請求項３】
　前記試験片に対して、温度２５℃、負荷速度１．０ｍｍ／ｍｉｎという条件で測定した
際の破断強度が５０ＭＰａ以上である請求項１または２に記載のローター固定用樹脂組成
物。
【請求項４】
　前記試験片に対して、温度１５０℃、負荷速度１．０ｍｍ／ｍｉｎという条件で測定し
た際の破断強度が１５ＭＰａ以上である請求項１乃至３のいずれか一項に記載のローター
固定用樹脂組成物。
【請求項５】
　前記試験片のヤング率が、１２ＧＰａ以上である請求項１乃至４のいずれか一項に記載
のローター固定用樹脂組成物。
【請求項６】
　前記エポキシ樹脂が、結晶性エポキシ樹脂である、請求項１乃至５のいずれか一項に記
載のローター固定用樹脂組成物。
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【請求項７】
　離型剤またはイオン捕捉剤をさらに含む、請求項１乃至６のいずれか一項に記載のロー
ター固定用樹脂組成物。
【請求項８】
　粉末状、顆粒状、又はタブレット状である、請求項１乃至７のいずれか一項に記載のロ
ーター固定用樹脂組成物。
【請求項９】
　穴部と磁石との前記離間部の幅は、２０μｍ以上５００μｍ以下である請求項１乃至８
のいずれか一項に記載のローター固定用樹脂組成物。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか一項に記載のローター固定用樹脂組成物を用いて形成される
ローター。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のローターを用いて作製された自動車。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本発明によれば、回転シャフトに固設され、前記回転シャフトの周縁部に沿って配置さ
れている複数の穴部が設けられている、ローターコアと、
　前記穴部に挿入された磁石と、
　前記穴部と前記磁石との離間部に設けられた固定部材と、を備えるローターのうち前記
固定部材の形成に用いるローター固定用樹脂組成物であって、
　２種以上のエポキシ樹脂を含む熱硬化性樹脂と、
　硬化剤と、
　無機充填剤と、
　２級アミノシラン、エポキシシラン、メルカプトシランからなる群よりされる１種の化
合物と、
　を含み、
　前記無機充填剤がシリカであり、
　前記熱硬化性樹脂の含有量が前記ローター固定用樹脂組成物の合計値１００質量％に対
して５質量％以上４０質量％以下であり、
　前記硬化剤の含有量が前記ローター固定用樹脂組成物の合計値１００質量％に対して０
．８質量％以上１２質量％以下であり、
　前記無機充填剤の含有量が前記ローター固定用樹脂組成物の合計値１００質量％に対し
て５０質量％以上９３質量％以下であり、
　金型温度１７５℃、注入圧力９．８ＭＰａ、硬化時間１２０秒という硬化条件で、かつ
ＪＩＳ　Ｋ７１６２に準じて得られたダンベル形状の前記ローター固定用樹脂組成物の硬
化物を、さらに１７５℃、４時間という条件で硬化させて試験片として作製し、
　温度２５℃、負荷速度１．０ｍｍ／ｍｉｎという条件で引張試験を行った際に得られる
破断エネルギーが、１．５×１０－４Ｊ／ｍｍ３以上であるローター固定用樹脂組成物が
提供される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３７】
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　本実施の形態のローター１００は、ハイブリッド車、燃料電池車および電気自動車等の
電動車両、列車ならびに船舶等の、乗り物に搭載することができる。
　以下、参考形態の例を付記する。
１．回転シャフトに固設され、前記回転シャフトの周縁部に沿って配置されている複数の
穴部が設けられている、ローターコアと、
　前記穴部に挿入された磁石と、
　前記穴部と前記磁石との離間部に設けられた固定部材と、を備えるローターのうち前記
固定部材の形成に用いるローター固定用樹脂組成物であって、
　エポキシ樹脂を含む熱硬化性樹脂と、
　硬化剤と、
　無機充填剤と、
　を含み、
　金型温度１７５℃、注入圧力９．８ＭＰａ、硬化時間１２０秒という硬化条件で、かつ
ＪＩＳ　Ｋ７１６２に準じて得られたダンベル形状の前記ローター固定用樹脂組成物の硬
化物を、さらに１７５℃、４時間という条件で硬化させて試験片として作製し、
　温度２５℃、負荷速度１．０ｍｍ／ｍｉｎという条件で引張試験を行った際に得られる
破断エネルギーが、１．５×１０－４Ｊ／ｍｍ３以上であるローター固定用樹脂組成物。
２．前記試験片に対して、温度１５０℃、負荷速度１．０ｍｍ／ｍｉｎという条件で引張
試験を行った際に得られる破断エネルギーが、１．２×１０－４Ｊ／ｍｍ３以上である１
．に記載のローター固定用樹脂組成物。
３．前記試験片に対して、温度２５℃、負荷速度１．０ｍｍ／ｍｉｎという条件で測定し
た際の破断強度が５０ＭＰａ以上である１．または２．に記載のローター固定用樹脂組成
物。
４．前記試験片に対して、温度１５０℃、負荷速度１．０ｍｍ／ｍｉｎという条件で測定
した際の破断強度が１５ＭＰａ以上である１．乃至３．のいずれか一つに記載のローター
固定用樹脂組成物。
５．前記試験片のヤング率が、１２ＧＰａ以上である１．乃至４．のいずれか一つに記載
のローター固定用樹脂組成物。
６．２級アミノシラン、エポキシシラン、メルカプトシランからなる群よりされる１種の
化合物をさらに含む１．乃至５．のいずれか一つに記載のローター固定用樹脂組成物。
７．前記エポキシ樹脂が、ビフェニル型エポキシ樹脂、フェノールアラルキル型エポキシ
樹脂、フェノールノボラックエポキシ樹脂、オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂
、ビスフェノール型エポキシ樹脂、ビスナフトール型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエ
ン型エポキシ樹脂、ジヒドロアントラセンジオール型エポキシ樹脂、及びトリフェニルメ
タン型エポキシ樹脂からなる群から選択される少なくとも一種を含む、１．乃至６．のい
ずれか一つに記載のローター固定用樹脂組成物。
８．前記硬化剤が、ノボラック型フェノール樹脂、フェノールアラルキル樹脂、ナフトー
ル型フェノール樹脂、及びヒドロキシベンズアルデヒドとホルムアルデヒドとフェノール
の反応生成物を主とするフェノール樹脂からなる群から選択される少なくとも一種を含む
、１．乃至７．のいずれか一つに記載のローター固定用樹脂組成物。
９．前記エポキシ樹脂が、結晶性エポキシ樹脂である、１．乃至６．のいずれか一つに記
載のローター固定用樹脂組成物。
１０．粉末状、顆粒状、又はタブレット状である、１．乃至９．のいずれか一つに記載の
ローター固定用樹脂組成物。
１１．穴部と磁石との前記離間部の幅は、２０μｍ以上５００μｍ以下である１．乃至１
０．のいずれか一つに記載のローター固定用樹脂組成物。
１２．１．乃至１０．のいずれか一つに記載のローター固定用樹脂組成物を用いて形成さ
れるローター。
１３．１２．に記載のローターを用いて作製された自動車。
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